
令和４年度（2022年度）

高齢者の権利擁護を考える集い
～ 成年後見制度のこれからを考える ～

開 催 日 時 令和5年（2023年）1月25日（水） 13:30～17:00

会 場 かでる2.7 大ホール （札幌市中央区北2条西7丁目）

主 催 北海道

時 間 内 容

13:00
13:30～

開場
開会・主催者挨拶

13:35～14:00 行政説明

「令和3年度(2021年度)道内における高齢者虐待対応状況について」
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課

14:00～15:00 基調講演

「成年後見制度の現状と課題」
弁護士法人リブラ共同法律事務所 弁護士 小泉 純 氏

15:00～15:15 休 憩

15:15～16:45 パネルディスカッション

「高齢者を守る制度とするために、専門職、市民後見人、家族の立場から
考える」

【コーディネーター】
〇 北海道高齢者虐待防止推進委員会委員長（札幌ことぶき法律事務所 弁護士）

井川 寿幸 氏

【パネリスト】

〇 弁護士法人リブラ共同法律事務所 弁護士 小泉 純 氏

〇 北海道行政書士会一般社団法人北海道成年後見支援センター 理事 南方 宏幸 氏

〇 北海道認知症の人を支える家族の会 事務局長 西村 敏子 氏

〇 苫小牧市社会福祉協議会 総合支援室長 古川 義則 氏

16:45～17:00 質疑・閉会

報 告 書

YouTubeアーカイブ
https://www.youtube.com/watch?v=AvrtfAlXQqY

北海道のホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/137588.html
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■開会挨拶 

 

【司会】 

ただいまから「令和４年度 高齢者の権利擁護を

考える集い」を開会します。 

今年度は「高齢者を守る制度とするために～成年

後見制度のこれからを考える～」と題して開催しま

す。今回は、対面とオンラインを併用した形で開催

しており、ご来場いただいている皆様のほか、オン

ラインで250名以上の方々から参加申し込みをいた

だいているところです。 

申し遅れました。私は本日、司会を務めます北海

道保健福祉部 高齢者支援局 高齢者保健福祉課の

小川と申します。よろしくお願いします。 

始めに主催者を代表しまして、北海道保健福祉部

高齢者支援局長の板垣臣昭から、ご挨拶申し上げま

す。 

 

【板垣】 

 ご紹介いただきました、北海道保健福祉部 高齢

者支援局長の板垣と申します。 

「高齢者の権利擁護を考える集い」の開催にあたり

まして、一言ご挨拶申し上げます。皆様方には日頃

から、地域におきまして、それぞれのお立場から、

高齢者の権利擁護や各種支援業務にご尽力頂いてお

りますことに、心から感謝申し上げます。 

また、講師の方々には、大変お忙しい中、この集

いへの参加をお引き受けいただき、厚く御礼を申し

上げます。 

 

さて、平成18年に、高齢者虐待防止法が施行され

てから、16年が経過いたしました。各自治体におき

ましては、虐待防止に関する体制整備は進んでいる

ものの、虐待の件数は依然として、増加傾向にあり

ます。 

先月、厚生労働省が毎年調査を実施しておりま

す、高齢者に対する虐待の状況が公表されました。

介護施設の職員による高齢者への虐待が、令和３年

度、全国で739件と過去最多となりました。北海道

におきましても、残念ながら介護保険施設などで、

入所者の方に対する虐待事案が発生しております。 

こうした虐待の背景には、介護技術の問題や介護

のストレスなど様々な要因があると思われますが、

施設の職員不足による業務負担、こういったことも

要因の一つと考えられますことから、昨年12月、介

護職員の処遇改善・人材確保に向けた施策の充実に

つきまして、改めて国に要請を行ったところでござ

いまして、また、道が所管いたします入所施設への

実態調査につきましても、実施を今後予定している

ところでございます。 

虐待は未然に防止することが何よりも重要であ

り、道では、高齢者の権利擁護に対する正しい知識

や、高齢者虐待防止法の普及啓発を進めるため、こ

の集いを毎年開催しているところでございます。 

本日は「成年後見制度のこれからを考える」をメ

インテーマとし、基調講演として、リブラ共同法律

事務所の弁護士、小泉純様に「成年後見制度の現状

と課題」についてご講演いただきます。 

また、パネルディスカッションにおきましては、

「高齢者を守る制度とするために、専門職・市民後

見人・家族の立場から考える」をテーマとし、北海

道高齢者虐待防止推進委員会の委員長でございま

す、札幌ことぶき法律事務所弁護士、井川寿幸様に

コーディネーターをお願いし、パネリストとして基

調講演を頂く小泉様のほか、北海道成年後見支援セ

ンター理事の南方宏幸様、北海道認知症の人を支え

る家族の会事務局長の西村敏子様、苫小牧市社会福

祉協議会総合支援室長の古川義則様にもご参加いた

だき、様々な視点からご討論いただきたいと思って

おります。 

終わりになりますが、本日のこの集いが、皆様方

にとって実り多いものとなりますことをご祈念申し

上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■行政説明：道内における高齢者虐待対応状況について  

 

【司会】 

続きまして、「令和３年度 道内における高齢者

虐待対応状況」について、北海道保健福祉部 高齢

者支援局 高齢者保健福祉課 課長補佐の丸田路か

ら行政説明させていただきます。 

資料は１になります。 

 

【丸田】 

 北海道庁 高齢者保健福祉課の丸田と申します。 

本日は、この集いにご参加いただき、ありがとう

ございます。 

 私からは、令和３年度の道内における高齢者虐待

対応状況について行政説明をさせていただきます。

本日の説明事項は以下のとおりです。 

 まず高齢者虐待防止法についてご説明いたしまし

て、そのあと、この法律に基づいて厚生労働省が毎

年実施しております高齢者虐待に係る調査につい

て、昨年12月23日に令和３年度の調査結果が公表さ

れておりますので、その内容についてご説明いたし

ます。 

それではまず、高齢者虐待防止法についてです。

正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」で、高齢者虐待の防止

とともに養護者に対する支援などに関する施策を推

進し、もって、高齢者の権利利益の擁護に資するこ
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とを目的としております。施行は平成18年４月１日

で、高齢者虐待に係る調査も、平成19年度より前年

度実績について毎年確認を行い、調査結果を公表し

ているところです。 

次に、調査で使用しております用語の定義につい

てご説明いたします。 

まず高齢者についてですが、この法律では65歳以

上の者と規定しております。なお、65歳未満の者で

あっても、養介護施設に入所していたり、養介護事

業に係るサービスの提供を受ける障がい者について

は、高齢者とみなして養介護施設従事者等による高

齢者虐待に関する規定を適用することとしておりま

す。 

次に、先ほどのスライドにも何度か出ていました

養介護施設従事者についてです。この法律では、老

人福祉法または介護保険法で規定している①の施設

及び②の事業に従事する者を、併せて「養介護施設

従事者等」としております。 

なお、①の最初にある「老人福祉施設」とは、老

人福祉法第５条の３に規定する老人デイサービスセ

ンターや、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特

別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、福祉センター

及び老人介護支援センターとなっております。 

また、その右側に記載されている「有料老人ホー

ム」は、老人福祉法第29条第１項に規定されてお

り、「老人を入居させ、入浴・排せつ若しくは食事

の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な

便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をす

る事業を行う施設のうち、老人福祉施設、認知症対

応型老人共同生活援助事業を行う住居、その他厚生

労働省令で定める施設ではないもの」というように

定義されております。 

そして、この２つ以外の介護老人福祉施設や介護

老人保健施設などについては、介護保険法で定めら

れた施設となっております。 

そして、②の養介護事業については、最初に記載

しております「老人居宅生活支援事業」が、老人福

祉法第５条の２第１項に規定された事業となってお

り、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、

老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、

認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サー

ビス福祉事業が該当しております。 

これ以外の居宅サービス事業や、地域密着型サー

ビス事業、介護予防サービス事業などは、介護保険

法で定められた事業となっております。 

次のページには、「養護者」の定義を記載してお

ります。養護者は、「高齢者を現に養護する者であ

って養介護施設従事者等以外の者」と定義されてお

り、具体的には、高齢者の世話をしている家族・親

族・同居人等となります。 

また、この法律で定義する「高齢者虐待」は、養

護者や養介護施設従事者等が行う次のページのいず

れかに該当する行為とされております。 

最後に、虐待の種別についてご説明いたします。 

法律では「身体的虐待」等の用語は使用されてお

りませんが、次に説明する調査で使用されている区

分に基づいて５つの区分で表を作成しております。 

種別は、身体的虐待・介護等放棄・心理的虐待・

性的虐待・経済的虐待の５つとなっており、その定

義は表の右側に記載しているとおりですが、具体的

には、身体的虐待であれば、暴力的行為や高齢者の

利益にならない強制による行為、代替方法を検討せ

ずに高齢者を乱暴に扱う行為、身体の拘束など。 

介護等放棄では、水分・食事の摂取の放任や入

浴・排せつ介助の放棄などにより、高齢者の生活環

境や身体・精神状態を悪化させる行為のほか、高齢

者の状態に応じた治療や介護を怠ったり医学的診断

を無視した行為、必要な用具の使用を限定し、高齢

者の要望や行動を制限させる行為などがあります。 

３つ目の心理的虐待については、威嚇的・侮辱的

な発言や態度、高齢者の存在や行為を否定・無視す

るような発言や態度、高齢者の意欲や自立心を低下

させる行為、無視や嫌がらせなど、心理的に高齢者

を不当に孤立させる行為。 

性的虐待には、排せつの失敗などを理由として、

性的羞恥心を喚起する行為を強要することなどがあ

ります。 

最後の経済的虐待ですが、具体的な例としては、

年金・預貯金の無断使用、必要な費用の不払い、金

銭の寄付や贈与の強要、日常生活で必要な金銭を渡

さない・使わせない、不動産や有価証券などの無断

売却などです。 

 

それでは、実際の調査結果についてご説明いたし

ます。 

まず、養介護施設従事者等によるものです。少し

小さくて見にくいかと思いますが、こちらが、全国

と全道の平成28年度から令和３年度までの５年間の

相談・通報件数と、虐待の事実が認められた件数の

推移です。全国については、令和３年度の相談・通

報件数が2,390件、虐待の事実が認められた件数が

739件となり、ともに過去最多となっているのに対

し、右側の北海道においては、虐待の事実が認めら

れた件数は28件で過去最多となっておりますが、相

談・通報件数は77件で、これは過去最多とはなら

ず、ほぼ70件程度で横ばいに推移しているところで

す。なお、通報件数が最も多かった都道府県は、埼

玉県の232件、続いて、東京都の219件、大阪府の

218件となっております。 

次に、虐待の種別ごとの人数です。 

虐待の事実が認められたもののうち、どのような

虐待があったのかを複数回答で集計しております。

１件で複数の高齢者に対する虐待が認められたケー

スもあるため、虐待と判断した件数よりも人数は多



3 

 

くなっております。虐待の種別の傾向は全国・全道

ともに同様で、身体的虐待が最も多く、次いで心理

的虐待が多くなっております。 

次に、相談・通報者の内訳です。 

全国・全道ともに当該施設職員が最も多く、その

次が家族・親族となっております。なお、その他に

は、その施設の管理者や元職員、医療機関従事者、

介護支援専門員、地域包括支援センター職員などが

含まれております。 

最後に、相談・通報のあった施設種別です。全国

では、特別養護老人ホームが最も多く、次いで有料

老人ホームの順となっておりますが、全道では逆の

順番となっております。また、その他の欄に含まれ

ている施設としては、介護療養型医療施設または介

護医療院、短期入所施設、居宅介護支援等、軽費及

び養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護などが

あります。 

次に、養護者による虐待についてです。こちら

が、全国と全道の平成28年度から令和３年度までの

５年間の相談・通報件数と、虐待の事実が認められ

た件数の推移です。 

こちらの方が、養介護施設従事者等によるものよ

りも数が多くなっておりまして、全国では、令和３

年度の相談・通報件数が36,378件で過去最多となる

一方、虐待の事実が認められた件数は16,426件で、

２年ぶりの減少となっております。 

北海道においては、虐待の事実が認められた件数

は321件で、昨年よりやや増加していますが、過去

５年間では減少傾向にあり、相談・通報件数は

1,056件で、令和元年度より減少傾向にあります。

なお、通報件数が最も多かった都道府県は、東京都

の4,159件、続いて大阪府の3,470件、神奈川県の

2,596件となっております。 

次に、虐待の種別ごとの人数です。こちらも、虐

待の事実が認められたもののうち、どのような虐待

があったのかを複数回答で集計しております。虐待

の種別の傾向は、全国・全道とも身体的虐待が最も

多く、次いで心理的虐待が多くなっていますが、そ

の次に多い種別は、全国では介護等放棄、北海道で

は経済的虐待となっているところです。 

 次に、相談・通報者の内訳です。全国・全道とも

に、職務上知り得た者が最も多く、その次が、家

族・親族となっております。なお、職務上知り得た

者は警察や介護支援専門員が多く、そのほか市町村

職員や民生委員、介護保険事業所職員なども含まれ

ています。また、その他は近隣住民や匿名者などか

らの通報となっております。 

 次に、虐待者の被虐待高齢者との続柄の内訳で

す。全国・全道ともに、息子が最も多く、その次が

配偶者となっておりますが、北海道は全国と比べ、

配偶者の割合が高くなっております。 

 ここからは、全国調査の結果からの数字となりま

す。養護者による虐待の発生要因として多いものを

挙げております。被虐待者の要因としては、「認知

症の症状」が55.0%、「身体的自立度の低さ」が

42.9%と多くなっております。また、養護者側の要

因としては、「介護疲れや介護ストレス」が

52.4%、「養護者の精神状態が安定していない」が

48.7%、「被虐待者との虐待発生までの人間関係」

が47.3%と、こういった要因が多くなっておりま

す。 

 最後に、令和３年度に養護者による虐待の事実が

認められた事例に対する対応としての、成年後見制

度の利用状況についてご説明いたします。 

表にありますとおり、令和３年度以前に既に成年

後見制度利用開始済であった方が191人、令和３年

度中に成年後見制度利用開始済の方が722人、令和

３年度中に成年後見制度利用手続き中の方が638人

となっており、令和３年度中に利用開始済の方と利

用手続き中の方を合わせた1,360人のうち、市町村

長が申し立てをした事例は909人となっておりま

す。また、日常生活支援事業の利用者は224人、そ

のうち成年後見制度利用手続き中の方は17人となっ

ております。 

 

 説明については以上となりますが、高齢者虐待防

止法の第28条には成年後見制度に関する規定がござ

いまして、「国及び地方公共団体は、高齢者虐待の

防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財

産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済

を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成

年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための

措置などを講ずることにより、成年後見制度が広く

利用されるようにしなければならない」とされてお

り、本日の集いがその一助になればと考えておりま

す。 

 私からの説明は以上です。ありがとうございまし

た。 
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■基調講演： 成年後見制度の現状と課題 

 

【司会】 

続きまして、基調講演に移ります。 

「成年後見制度の現状と課題」と題して、弁護士法

人リブラ共同法律事務所、弁護士の小泉純様にご講

演いただきます。資料は２になります。 

小泉先生、よろしくお願いします。 

 

【小泉氏】 

 皆様こんにちは。ご紹介に預かりました、弁護士

の小泉と申します。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

皆様、寒い中お越しいただきましてありがとうご

ざいます。かなり風が吹いて大変だったかなと思う

んですけれども、来ていただいて大変ありがたいと

思っております。弁護士の仕事上、外で講演するこ

ともあったりはするんですけれども、コロナでなく

なってしまって、久々にこういう場面でお話するこ

とになりますので、ちょっと緊張しております。 

 本日、基調講演ということで、私の方でお題とし

て預かっておりますのが「成年後見制度の現状と課

題」ということで、今日はお話することになってお

ります。本題に入る前に、まず私は弁護士ではある

んですけれども、どうしてここでこういうお話する

ことになったかというのを、自己紹介ですね、どん

な人間かということを紹介できればと思っておりま

す。 

 まず、私は札幌弁護士会というところに所属して

おりまして、弁護士というのは都道府県に基本一つ

ぐらいあるのですが、弁護士会に必ず入ることにな

っているんですね。私は札幌弁護士会というところ

に所属している弁護士で、冒頭の方に「リブラ共同

法律事務所」という名前が出てきたと思いますが、

弁護士というのは弁護士会に所属した上で、それぞ

れ事務所を構えたり、何処かの事務所に所属したり

といったような形になっているので、私は札幌弁護

士会に所属し、リブラ共同法律事務所にも所属して

いる弁護士になっています。 

 今回、私が成年後見に関してお話することになっ

た理由にもなるんですけれども、弁護士会には高齢

者障害者支援委員会という委員会がありまして、弁

護士会というのは、実はこういう委員会がたくさん

ありまして、例えば刑事弁護とか消費者保護だった

りとか、はたまた人権擁護とかいろいろな委員会が

たくさんあって、それぞれにいろいろな弁護士が所

属しています。私は高齢者障害者支援委員会という

ところに所属して、主に札幌弁護士会において高齢

者問題だったり障がい者問題だったりとか、そうい

う問題が起こった時に対応する委員会に入っていま

す。 

また最近は、下の方に書いてある日本弁護士連合

会の高齢者障害者権利支援センター委員というのも

務めておりまして、各弁護士会の大元の組織を「日

弁連」というのですが、そこに全国の各弁護士会か

ら弁護士を集めまして、全国会議みたいなものを日

弁連の方で開いているんですね。それが日弁連高齢

者障害者権利支援センターになっていまして、これ

もいくつか会が分かれていて、障がいの会だったり

いろいろあるのですが、私はそこの後見関係の会に

所属していまして、その関係で全国的な成年後見に

関する動きというのがわかる立場にあり、それもあ

って今回お話させていただくことになったのかなと

思っております。また、こういう委員会に入ってい

るからというのもあるんですけれども、実際に後見

人として業務を行っていることもあるのかなと思っ

ております。そんな立場にありますので、実際の成

年後見の業務とかを踏まえながら、本日はお話でき

ればと思っております。 

ご存じの方も多いとは思うのですが、まず簡単に

「成年後見」というのはどういう制度かということ

をお話できたらなと思っています。 

１枚めくっていただくと、まず「成年後見制度」

というものなのですが、大きく分けると「法定後

見」と「任意後見」という制度がありまして、まず

「法定後見」から簡単にご説明できたらと思いま

す。書いてあるとおりなのですが、判断能力の不十

分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能

力を制限するとともに、本人のために法律行為を行

い、又は本人による法律行為を助ける者を選任する

制度というような記載になっています。これだけ読

むとちょっとわかりづらいものにはなるんですけれ

ども、簡単に言うと、裁判所が後見人というのを選

んで、後見人がご本人の代わりにいろいろ法律行為

として契約をしたりとか、お金の管理や各種支払い

とか、そういうことを行うというような制度になっ

ています。 

ご本人の状態に応じて、それぞれ三つの類型に分

かれておりまして、これが「後見」「保佐」「補

助」という類型の三つですね。それぞれの役割に就

いた時に、後見人と呼ばれたり保佐人と呼ばれたり

補助人と呼ばれたりするんですけども、何が違うか

というとご本人の判断能力のレベルがそれぞれ違っ

ていまして、民法的な意味あいで読むとすると、後

見というのが精神上の障がいにより判断能力を欠く

状況にあり、つまり常に判断能力を欠いていますよ

という方を後見と言うんですよね。逆に保佐はとい

うと、精神上の障がいにより判断能力が著しく不十

分な者を対象としています。つまり常に欠いている

か、常に欠いているわけではないけれども不十分だ

というような方は保佐人という形で選任することに

なります。最後、補助ですね。補助というのは、精

神上の障がいにより判断能力が不十分な者のうち、
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後見や保佐の定義に至らないで、軽度な者というよ

うに言われています。ですので、それぞれご本人の

判断能力に応じて、判断能力のレベルが一番難しい

方が後見になって、中ぐらいが保佐、一番軽度な状

態のある方が補助というように三つの類型に分かれ

ています。厳密に区切れるわけではないんですけれ

ども、最終的にどの類型にするかというのは裁判所

が判断して決めることになります。 

その後見制度で一番悩ましい、そういう制度にな

っているので仕方ないんですけれども、悩ましい部

分ですが、家庭裁判所に後見等の開始の申し立てを

行う必要があります。後見につくまでの流れとして

は、家庭裁判所に「この人に後見人をつけてくださ

い」というような申し立てをすると、裁判所が、例

えば申立書に付いている診断書とか、あとはご本人

に会ったりとかして「この人には後見人をつけた方

がいいね」となった時に、裁判所が後見人を選任す

ることになります。申し立てできる人としては、ご

本人もできるし配偶者だったり両親等の親族だった

り、後ほどお話しにも出てきますが、市町村長、つ

まり札幌市だったら札幌市長さんというように市長

が申し立てるということもできるようになっていま

す。つまり法定後見の場合は、「この人に後見人を

つけてください」という形で誰かが申し立てしない

と始まらないんです。自動的に始まるものではなく

て、誰かが申し立てをしなければいけないという制

度になっています。 

次に任意後見。これもよく最近ニュースで出たり

するときもあるので、もしかしたら皆さん知ってい

るかもしれないのですが、任意後見というのは、レ

ジュメの方にも記載されているんですけれども、本

人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ任

意後見人となる者や将来その者に委任する事務の内

容を定めておいて、本人の判断能力が不十分になっ

た後に任意後見人がこれらの事務を本人に代わって

行う制度、との記載があります。つまりまず第一

に、まだ判断能力が普通の状態の時に「この人に後

見人お願いします」というような契約をするんです

よね。二番目のポツのところにも書いてますけれど

も、本人と任意後見人との間で、本人の生活・療養

看護及び財産管理に関する事務について任意後見人

に代理権を与える旨の契約、任意後見契約というの

ですがこれを契約します。これは、法律で公正証

書、公証役場というのを聞いたことがあるかもしれ

ませんが、お二人で公証役場に行って、公正証書と

いうもので契約を締結する必要があります。その契

約書の中に「任意後見人はこの人がいいです」と、

ざっくり言えば、そのような記載があってそういう

契約書を作ると。その後、ご本人の判断能力が不十

分になってしまった、認知症とかご高齢とかいろい

ろな影響で判断能力がちょっと怪しくなって、例え

ば金銭管理が難しくなったりとかそういうような状

況があった場合に、家庭裁判所に対して、これがポ

イントなんですけれども、任意後見監督人というの

を絶対につけないといけないんですよね。任意後見

人がきちんと法的な効力がある形で仕事をするため

には、後見監督人をもう一人つけなければいけない

という制度設計になっています。ですので、これを

しないと何の効力もないというか、きちんとした効

力のない任意後見候補者という形でずっと仕事が続

いていくことになるので、きちんと申し立てないと

いけないというのが最近の問題になっています。結

局、その法定後見も任意後見も後見人になってしま

えば、それぞれできることというのは似てくるもの

ではあるんですけれども、任意後見の場合は契約な

ので、契約の中で例えば「こういうのをお願いしま

す」みたいなことを特別に付け加えたりとか、いろ

いろと契約で具体的に定めることもできるので、そ

れに従ってちょっと内容も変わってくるのかなと思

います。 

実際後見人というのは、皆さんの中にもしかした

らやってらっしゃる方がいるのか、見たこと・接し

たことある方がどれぐらいいらっしゃるのかわから

ないところもありますが、どんな仕事をしてるかと

いうのがあまりわからない方も多いかなと思うの

で、保佐人・補助人も含むざっくり「後見人」とい

う人たちがどういう仕事しているかというのをお話

できたらなと思います。 

法律的に民法上、後見人という仕事が定められて

いまして、大きくは財産管理と身上監護というよう

に分かれています。 

財産管理というのは、主に毎月の入出金の管理だ

ったり、通帳を管理して毎月の入出金を管理した

り、何か公共料金だったり医療費だったりとか支払

いが必要な場合に支払いの管理をしたりとか、例え

ば損害賠償請求ですよね。お金を請求しなければい

けないけれども、判断能力がないので自分ではでき

ないと。こういう場合にも後見人をつけることがあ

るんですけど、そういう賠償請求をしたりとか、例

えば不動産を持ってらっしゃって、毎月の賃料だと

か修繕があったらそれを管理しなければいけないと

かいうような場合に、そういう管理をすることを財

産管理というんですけれども。 

身上監護というのは、ご本人の生活・健康・医療

に関する事務一般のことなんですけれども、例えば

住居を確保したり、どこかに転居しなければいけな

いとか、施設に行かなければいけないとかとなった

ときに、施設を見て選んだりとか。あとは福祉サー

ビスですね。介護保険に関する契約とかをしたりと

か、病院にかからなければいけなかったら病院との

医療契約をしたりとか。あとは施設に入ったら、施

設の入所契約をしたりとか、そういうのを身上監護

という言い方をするんですけども、そういう業務を

行っています。これだけだとちょっと抽象的なので
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分からないこともあるかもしれませんが、例えば私

は後見人とか保佐、補助含めて複数件やってるんで

すけれども、ご本人が独居だったりしたら、通帳を

預かってご本人の口座からお金を引き出して届けに

行ったりとか。あとは、例えば自分で管理できなく

なった人であれば、公共料金を代わりに支払ったり

とか、通帳から引き落としになるように手続きをし

たりとかしたりしますし、例えばそういう方です

と、病院に行っても病院から請求書をもらっても、

自分で支払えないという方もいらっしゃるので、そ

ういうときは、病院から直接請求書いただいてそこ

に振り込んで医療費を支払ったりとかというのをし

てますし、あとは役所関係ですね。介護保険とか使

ってると、いろいろ役所から届いたりしますし、そ

ういう役所から届く資料を確認したりもしますし、

何か役所関係で必要な手続き、手帳の更新とかそう

いうのがあれば、こちらで代わりにやったりとか。

あとは入院したりとか、施設入所になった場合に

は、当然施設さんとの間でやりとりをして、どうい

う契約が必要か、どういうサービスが必要かという

のを話して、契約書が必要であれば契約したりとか

というようなことを行っているような感じになりま

す。もちろん、本人が何か分からないこととかがあ

れば、こちらの事務所に電話がきてそれに答えま

す。「こういうふうにしてくださいね」とか「こう

していきましょう」だとかという感じでやってくこ

ともあります。 

一つ、後見人になった時の特徴というのが、法定

後見の場合もそうなんですけど、家庭裁判所が関わ

っていますので、最初に後見人になったタイミング

と、あと年１回本人の誕生日月、例えば４月生まれ

であれば４月中に裁判所に１回報告しなければいけ

ないんですよね。こんなことがありましたとか、こ

ういう財産がこういうふうになりましたという。通

帳の写しを出したりとかして、年１回報告しなけれ

ばいけないようになっています。後見業務自体は、

ご本人の状況に応じて少し変わってくるかなと思い

ます。 

先ほど最初の方で、行政の方から虐待の件数のご

報告があったかと思うんですけども、弁護士として

やれることは実はたくさんあるので、弁護士のほう

にすごく悩ましい案件が回ってくるというのが多く

て、虐待ケースとかで後見人をつけなければいけな

いということになった時に、例えば家庭裁判所から

は、弁護士のほうに「こういう虐待案件なんですけ

ど、後見人の申し立てが来まして」みたいに来るこ

ともあって、会として専門職として後見人として対

応することもあります。 

私も何件か身体虐待のケースだったりとか、経済

虐待のケースもやったりしていて、皆さんも、特に

福祉関係者の方であればよく経験するかもしれない

んですけれども、8050問題といって、ご高齢の親が

いて、ずっと仕事をしていない、例えば息子さんな

いし娘さんがいてずっと生活していて、お母さん、

例えば親の方が認知症とかで判断能力がなくなった

時に、その生活が破綻するみたいなことということ

で、私が経験したケースでも、ご高齢のお母さんが

いらっしゃって、恐らくアスペルガー系の障がいを

お持ちのずっと働いていない息子さんがいらっしゃ

って、だいたい90、60ぐらいの年齢差なんですけど

も、お母さんの方が判断能力がなくなってきて、金

銭管理ができなくなって。そうすると息子さんが、

それをアルコールに頼るようになるんですけども、

息子さんがその障がいの関係とかで金銭管理ができ

なくなって。言ってしまえば、ギャンブルに使って

しまったりとか何か浪費してしまって、例えば年金

が出た月にすぐ全部お金がなくなってしまう、預貯

金がなくなってしまってというケースで、ほかの親

族から後見申し立てがされて、いわゆる経済虐待と

して認定されてそこに関わっていく、お母さんの後

見人として関わっていくというケースとかも結構あ

ったりもするんですよね。ですので、もしかしたら

これからもそういうケースというのは増えてくるの

かなと思っていたところでした。成年後見制度とい

うことでお話ししました。 

次に、現状についてお話したいと思います。レジ

ュメの次のページになりますけれども、現状という

ところで、日本の総人口というのが令和３年10月時

点で、１億2,550万人ぐらいとなっているうち、よ

く高齢化社会といわれていますので、65歳以上の人

口というのが3,621万人ですね。これが、総人口に

占める28.9％という数字になっているようです。こ

れは厚労省の統計からとってきたものなんですけれ

ども、そのうち65歳以上の高齢者の認知症患者数と

有病率の将来推計についてみると、平成24年（2012

年）は認知症患者が462万人と65歳以上の高齢者の

７人に１人ぐらいというようにいわれているような

んですけれども、これが2025年、数年後ぐらいです

かね、には約700万人、５人に１人になると見込ま

れています。これは内閣府の白書からとってきた数

字ですね。つまり何をお伝えしたいかと言うと、潜

在的には700万人くらいが今後認知症の可能性があ

って、例えばそういう認知症の方で、判断能力が落

ちた時には、すごく大きく見積もっても700万人く

らい後見制度を使う可能性があるというようなこと

になるのかなと思います。 

ちなみに私は今、厚別区の新札幌にある事務所に

いるんですけれども、札幌の人ならわかる人も多い

かもしれませんが、実は問題になっているのが、厚

別区のもみじ台という場所がありまして、ここが高

度経済成長に伴う札幌への人口集中に対応するため

ということで、大規模な団地があるんですよね。こ

この高齢化率が約49％、つまり半分ですよね。半分

が高齢者層になっている地区というのがあって、こ
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の講演自体は札幌だけではなくて全道の方が見てら

っしゃると思うんですけれども、もしかしたら、地

方の方といったら失礼ですけれども、そういうふう

に高齢化がより進んでいる地域というのはたくさん

あって、高齢化率半分というのも全然他人事ではな

い方というのはたくさんいらっしゃるのかなという

ように思います。結局、そういう高齢者層の大部分

が認知症等になって判断能力が落ちてしまった場合

に、地域としてどうするのかという問題は考えると

怖くなってくることもあるんですけれども、それは

今後お話する課題の部分に繋がってきますので、今

後の問題になってくるかなというように思います。

ですので、先ほどお伝えしたもみじ台とかその周辺

も、私の事務所の周辺の地域も高齢化率が高いの

で、例えば周辺の自治会の方々とか町の方々という

のは、すごく問題視というか、対策を考えなければ

いけないというように考えているようで、例えばま

ちづくり会議とか開いても、今後の対策とかを話し

合ったりしているんですけれども、そういう場合

に、私もちょっと一緒に参加したりとか呼ばれたり

して、「こういうふうにしましょうか」みたいな話

をしたりすることもあります。ですので、これから

認知症の方が、高齢化率が増えれば増えるほどそう

いう後見制度の利用も増えてくる可能性があるとい

うようになっています。 

 次のスライドですけれども、こちらは後見制度が

実際に今、全国でどれぐらい使われているのかとい

うのを、対比という意味で出したいなと思ってレジ

ュメに載せているんですけれども、令和３年12月末

日時点で、全国で成年後見制度を利用しているのは

239,933人ですね。だんだん増えてはいるんですけ

れども、23万、24万弱でしょうか、という数字にな

っています。先ほど認知症の方は700万人くらいに

なるかもというお話をしたんですけれども、それか

らしたら、大分少なめな人数になっているという部

分もあります。ちなみに、札幌の話で申し訳ないん

ですけれども、札幌の家庭裁判所で管轄する範囲

で、今、成年後見人等がついている人というのが大

体5,500人くらいになっているようです。その下

に、保佐、補助、任意後見とかという記載もあるん

ですけども、例えば任意後見とかだと2,660人くら

い、全国の数字なので結構少ないような感じにはな

っていて、これもあとからお話する課題に繋がって

いくところになっています。実際そうすると今、使

っている人はそれぐらいいるとして、申し立てです

ね。年間でどれくらい後見制度が家庭裁判所に対し

て申し立てされているかというと、成年後見事件の

申立件数が合計で39,809件というようになってい

て、ちょっとずつ増えている数字になっているよう

です。ですので、毎年大体4万件弱くらいの申立が

全国の裁判所でされていて、その人達に対して後見

人がついているというような感じです。下の方はそ

れぞれ後見、保佐、補助、任意後見で、どれぐらい

申立件数があるかというのが記載されていまして、

後見が28,000件なので、やはり一番多いというよう

な状況になっています。 

 次のスライドですけども、先ほど最初の方に少し

お話ししたように、法定後見というのは誰かが申し

立てなければいけない制度になっているので、誰か

が申し立てたからこそ後見が始まるんですけれど

も、申立人として一番多いのは、実は市区町村長の

申立が一番多くて、全国的な傾向としては全体の

23％ぐらいを占めている状況になっています。これ

は札幌でもそんなに変わらないんですけれども、い

わゆる市区町村長申立が一番多くて、次いで、本人

の子供、息子さんだったり娘さんが二番目で、次が

本人です。本人も「自分につけてください」という

形で申し立てることもできるので、本人申し立てと

いうこともできます。ですので、その順で多いよう

な状況になっています。実際札幌でも、この下に記

載がありますが、札幌管轄でも総数906件のうち、

市町村長申し立てが174件で19％くらいが市区町村

申し立てとの形になっています。 

市区町村申し立て、これはどんなケースでも市長

が勝手に申し立ててくれるわけではなくて、基本

は、例えばご本人が申し立てできたりとか親族が申

し立てできるのであれば、そちらにやっていただく

のが筋ではあるんですけれども、市長申し立てとい

うのは制度上は、例えばネットとかで見ると、対象

者の配偶者とか１親等内の親族による保護の可能性

がなくて、当該親族等が後見の申し立てを行う意思

がないのと親族との協力が得られない方を対象にし

ています。ですので、例えば親族がそもそもいなか

ったり、親族が疎遠であるとか全然協力してくれな

かった場合にできるような制度になってくるので、

協力できるような親族がいらっしゃれば、もちろん

できない制度になっています。そういう市長申し立

ての場合には、報酬の助成してくれたり、申し立て

の費用とか一部助成してくれたりとか、例えば今

後、そのまま後見人になった時の報酬の問題とかも

あるので、そういうものの助成があったりといった

ような制度を使ったりする形になっています。実

際、市長申し立てが一番多いということは、それだ

け協力できるような親族が身近にいないような状況

になっていて、申し立てがそういうようになってい

る感じなのかなと思っています。 

次に開始原因ですね。つまり、どうして判断能力

が落ちて後見を開始しなければいけないかなという

ところで、一番原因として多いのは認知症ですね。

認知症が最も多くて63％で、次が知的障がい、統合

失調症という順になっています。 

申し立ての動機ですね、どうして申し立てしたか

というところでいうと、一番多いのは預貯金等の管

理・解約が最も多く、次いで身上保護になっていま
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す。先ほどちらっと、後見人の仕事ということでお

話したんですけれども、預貯金の管理ですね。ご本

人が例えば、皆さんももしかしたら経験があるかも

しれませんが、関係している方が高齢で認知症にな

って、通帳等をすぐなくしてしまったりとか何度も

紛失する方って結構いらっしゃる。実は私もたくさ

ん経験があるんですけれども、何度も紛失して、結

局銀行に何度も行って、また自分で保管している場

所を忘れてしまって、お金を下ろせなくなるとかと

いうこととかあった時に、やはり誰かに管理しても

らわないと何度も何度も銀行に行っても困るので後

見人をつけて、ということが一番動機としては多く

なっています。 

そのあとは、身上保護ですね。ご本人の今後のこ

と、今後の居場所とかを含めて考えるに当たって、

やはり後見人がいないと。例えば身内がいないとか

なると、なかなか次の居場所とか考えられなかった

りするので、身上保護が次の理由になったりします

ね。 

ちなみに、あとはどういう動機が多いかという

と、次に多いのは介護保険契約ですね。サービスを

使いたいとかそういうときの契約とかをするための

後見申し立てというのが多い。 

そのあとは、例えば不動産の処分ですね。例えば

判断能力が落ちてしまって、自宅とか不動産を持っ

ていると、「売りたい」というようになったとして

も、不動産業者さんがご本人に会って契約結べるか

どうかということを含めて判断する時に、会って契

約の内容とかを説明しても、入っていかないという

場合には、契約自体ができないと売却もできなくな

ってしまうというケースがあると思います。そうい

う時に、売却するために代わりに売買契約を結んで

くれる人を選ぶため、成年後見申し立てをしたりと

か。 

あと相続手続きとかですね、次にあるのは。これ

も、誰か亡くなって遺産分割とか必要だけれども、

遺産相続の手続き自体をもう自分でできないとかい

うような場合に、後見人が選ばれたりしています。

こういうのが、主な申し立ての動機となっています

ね。 

その次のレジュメですけれども、あとは現状の説

明としては、最後の方になってくるんですけれど

も、実際後見人になっているのはどういう人が多い

のかということなんですけれど、「成年後見人等と

本人との関係をみると」と書いているんですけど

も、配偶者とか親子とか兄弟とか親族が後見人等に

選任されるのが、全体の19.8％ぐらい、つまり20％

弱ですよね。これを逆に言うと、下にも書いていま

すけれども、親族以外が、後見人になることが８割

ぐらいあるような状況になっています。ですので、

現状としていろいろ理由はあるんですけれども、す

ごくざっくり言うと、申し立てをして後見人に就く

のは、大体親族以外、専門職だったりとか市民後見

人だったりとかということにはなってくるというよ

うな状況です。そのうち、下の方にも書いています

けれども、親族以外というのが、例えば前年だけで

考えると3万件ぐらいで弁護士が8,000件ぐらい、司

法書士さんが11,000件ぐらい、社会福祉士さん、市

民後見人というようになっています。弁護士・司法

書士・社会福祉士さんとかを専門職といって、そう

いう場合に専門職がついて管理するときがあるんで

すけれども、現状では８割ぐらい専門職が就いて後

見業務を行っているというような現状になっていま

す。 

ただ最近は、そういうことに対する見直しもあっ

て、親族申し立て、親族を候補者として申し立てて

親族になるケースというのは段々と増えているとい

うところもあるようには聞いています。つまり、後

見人に誰がなるかというのは、結論からいうと裁判

所が判断します。つまり、裁判所が「この人だった

ら大丈夫」ということで選ぶ時もあるので、例えば

ご親族で、「親族のこの人を後見人にしたい」とい

うことで申し立てすることもできるんですけど、裁

判所は「いや、この人はちょっと難しい」とか何か

他の理由を含めてあった時に、「それでは専門職

に」となるケースもあったりします。ですのでそう

いう時には、親族ではなくて弁護士、私みたいな弁

護士だったりとかが就いてというようになったりす

ることもあります。 

これまでは、大まかな成年後見の現状ということ

でお話しましたので、次に課題ですね。現状はこう

いうようになっていて、どういう課題が今、話され

ているか、持ち出されているかということについて

お話したいなと思います。 

めくっていただくと、次のレジュメが出てくるか

と思いますけれども、ちょっと難しいような文言で

書いてはいるんですけれども、元々今の成年後見制

度ができたのが2000年頃だったんですけれども、施

行からかなり時間が経過しても、後見人というのが

ほとんどなんですよね。保佐、補助とか任意後見と

いうのがあまり利用されてない状況が続いていまし

て、その理由というのが、今回、題名にもなってい

るんですけれども、「高齢者の権利擁護」、つまり

守るという視点からすると、やはり後見人が一番何

でもできる、包括的な代理権を持っていますので、

何でもできていろいろと財産保護がすごくやりやす

くなってきますので、増えていったのかなと思うん

ですけれども。そういう後見業務に偏っているとい

うところもあるんですけども、後見人としての利用

者数というのが諸外国と比べて、実はすごく少ない

んですよね。外国とか、何百万人、100万人超えと

かですね。制度が違うので比較できる部分ではない

んですけれども、先ほど何十万という話を日本でし

ましたけれども、海外とかだと100万人単位で後見
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人がついていたりとかしまして、「全然利用されて

いないではないか」と。本当は、もっと利用者数は

いるのではないかというような認識もあったりとか

ですね。このままだと、これからの高齢化社会に対

応できないのではないかという政府の危機感という

ところもあったのかもしれないんですけど、このよ

うな状況を背景にして、後見制度を大きく見直した

方がいいのではないかということで新しく法律がで

きたのが、ここに記載されている2016年３月の成年

後見制度利用促進法というのが公布されまして、そ

れに引き続いて、2017年３月に成年後見制度利用促

進基本計画が閣議決定されたというような流れにな

っています。 

これは、政府の方が後見制度についてこれまでの

運用を大きく見直して「広く皆さんが利用できるよ

うな制度に改善すべき」との認識の広がりがありま

してできたものになっています。この基本計画、第

１期が2017年３月だったのですが、それが次の期に

移ったので令和４年３月に第２期の成年後見制度利

用促進基本計画が閣議決定されたというような流れ

になっています。結局、こういう法律ができたり閣

議決定があるということは、後見制度の使いづらさ

が多大にあるという問題が出てきたかなと思うんで

すよね。結局、その成年後見制度の利用が進まなか

ったということで、どういう課題があったので利用

が進まないというようになっているのか。いろいろ

な要因はあるんですけれども、一般的にどんな事が

いわれているかというのをちょっとお話できたらな

と思います。 

まず一つ目、制度運用についてですが、ニュース

とかでも「こんな不満が」ということでよく出てた

りはするんですけれども、後見人等が選任される

と、判断能力が回復しない限りは、預貯金等の解約

等のこの人にとって必要な問題が解決した後も、ず

っと続くんですよね。「成年後見制度の利用が継続

して、本人のニーズ変化に対応できないこと」と書

いているんですけれども、つまり途中、例えば預貯

金解約とかがもう済んだから、「この人には成年後

見制度はもういいや、辞めたいな」と思って「それ

では辞めます」ということができない制度設計にな

っています。つまり、何もなければ、本人の病状が

回復しなければ一生続くことになります。当たり前

ですが、認知症であれば劇的に回復して、元の判断

能力のある状況に戻るということはなかなか難しい

とは思うので、そこの観点からすると一生続いてし

まうというような可能性があると思っています。で

すので、ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれど

も、ご本人、例えば預貯金の解約等で問題が解決し

たりとか、また賠償請求とかですね、相続の手続き

の度に後見人をつけて、それが終了したというよう

になっても、「それではもう後見人っていらないけ

どやめましょう」ということができずに、ずっとそ

の人が、失礼ながら亡くなるまで続いてしまうよう

な制度になっています。 

結局、続くと何がよくないかということなんです

けども、後見制度のデメリットという言い方をした

ら語弊があるのかもしれないのですが、あとからお

話する課題としては、後見人は報酬が掛かり続けま

す。親族とかであれば、無報酬でもいいということ

はたくさんあるとは思うんですけれども、先ほど申

し上げたように80％が専門職、つまり仕事として後

見業務をやっている人が就くと一定の報酬が発生し

てしまって、その報酬をご本人からいただくという

ことになりますので。つく理由というかメリットが

なくなっても、報酬がずっと掛かり続けてしまう。

これはやはり一般の方から見たら、何かもったいな

いなというか、そういうことになってくるので、一

つデメリットとして、よくあげられるということが

あります。 

それにも繋がるところもあるんですけども、後見

業務というのは、先ほど「財産管理」と「身上監

護」とのお話させていただいたんですけども、家庭

裁判所の監督が入る関係とご本人のための制度とい

うところがあるので、結構厳格なんですよね。これ

も聞いたことあるかもしれないんですけれども、ご

本人のためにいろいろ財産処分というのはできるん

ですけれども、だからといって何でもしていいわけ

ではなくて。 

例えば、ご本人がどれだけ望んでもというところ

もあるんですけれども、一般的にはお子さんとかお

孫さんへの贈与ですよね。生前贈与して何とか生活

費を出したいとか何か教育資金に渡したいとか、そ

ういうことは基本的にはなかなか難しいような制度

設計になっているので、ご本人が、例えばお年玉と

か渡したいとかというようになっても、後見人がつ

いて包括的な財産管理権を有している場合に、いち

いち後見人に確認をとって「お小遣い渡していい」

とか「お年玉渡していい」とかいうのを確認しなけ

ればいけないという。しかもそれが否定されること

がたぶん多いかもしれない。これは後見人によっ

て、人によるのかもしれないんですけれども、そう

いう財産管理がガチガチになってしまいますので。

生前贈与したいとかそういうお気持ちがあっても、

なかなか難しいという可能性が高かったりします。 

あとは資産運用も基本的にはほぼほぼダメだと思

います。つまり、投資に回したり、今預貯金がある

けれどもこれを株式の購入に充てたりとか、投資信

託に充てたりとかそういう資産運用することも本人

の財産を毀損することにも繋がる可能性があります

ので、積極的な資産運用というのもできないし、例

えば使っていない不動産があって、それを賃貸に回

しましょう、賃貸業務をやりましょうというのも結

構難しいというところがあります。 

あとは、例えば施設に入った時に、今のご自宅が
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要らなくなったという時でも、基本的に元々住んで

いた居住用の不動産を売却する時には、家庭裁判所

の許可が必要になりますので、許可を受けて売ると

いうことにもなるので、そういう財産管理の部分で

柔軟な財産管理ができないというのはよく言われる

デメリットになっているのかなと思います。 

あとは、下の方に書いているように、「後見人等

が本人の意思を尊重しない場合があること」という

のもよく言われている部分だったりします。結局、

本人の保護というのに重きを置きすぎると、本人の

意向というよりは、客観的に見て本人の利益になる

ような行動をとりがちになってしまって、本人がど

う思おうが一般的に見てこうした方が利益になると

思えば、本人の意向がどうあろうが、後見人として

包括的な代理権に基づいて業務をしてしまうという

ようなことが問題視されたりする部分もあります。 

実際最初の方に、虐待の問題で件数とかの話があ

りましたけども、後見業務自体が例えば虐待対応だ

ったり、財産侵害から守るために使われるというと

ころもあるので、まずは保護、その方の諸々を保護

するという制度になっていますので、優先せざるを

得ない部分もあるんですけれども、結局、そういう

虐待とかの問題が終わった後も、本人保護が強くな

りすぎて、本人の意思・意向があまり尊重されずに

後見業務がずっと続いてしまうと、本人にとってな

かなか良くないということですね。哀しいことにも

なってしまうんですけども。そういう経過もこれま

ではちょっとあったりしたりして、結局その傾向と

いうのは、ご親族よりも専門職が選ばれていて、専

門職なのでその方との何か個人的な、親族との繋が

りとか友人だったりとかそういうわけでもないの

で、個人的な繋がりがない方がなってくるとする

と、本人保護に傾きがちになって、尊重されなかっ

たりといった場合があったりします。まずそれが一

つの制度運用面からみた課題としてよく叫ばれてい

るところかなと思います。 

次に後見人の報酬ですね。成年後見人は自由に決

められるわけではないんですけれども、裁判所に

「この方の後見業務をしたので報酬をください」と

いうような申し立てをすると、裁判所の裁判官が金

額を決めて「この金額だったらご本人の財産から報

酬を貰っていいですよ」というようにされまして、

報酬を貰えるというような制度設計になっておりま

す。ですので、成年後見人が裁判所に報酬を請求し

なければ、無報酬でも構わないわけです。ご親族だ

と、報酬とかは請求されない方というのも結構いら

っしゃったりするようなんですけれども、ただ一般

的には無報酬というわけにはいかないものになって

います。それは何でかというと、先ほども繰り返し

出ていますけれども、後見人には専門職が就く事が

多いということが一因になっています。結局専門職

というのは、仕事でやっている部分がありますの

で、基本的に報酬を貰って業務をやるというような

方が、私も弁護士でそうですし司法書士さんもそう

ですけれども、もちろんご本人を助けたいという気

持ちもあるんですけれども、全部が全部無報酬だと

なかなか業務として自分の収入が難しくなってしま

うという部分もありますので、専門職だと報酬をい

ただくことが多くなってしまう。そうすると専門職

が就くと、報酬がずっと掛かってしまって、課題が

何もないのに専門職が就いているともったいないな

という気持ちになる。気持ち自体はすごく分かるの

かなというのは思いました。 

報酬の額自体はどれぐらいなのかというのは気に

なるところかなと思うんですけれども、建前上は、

本人の財産額とか、成年後見人が担う行為の内容と

か成年後見人に依頼する負担ですね、どれぐらい業

務が大変かとかいうようなことをそれぞれ裁判官が

事案、報告書とかを見て、「これぐらいが適当ので

はないか」というように裁判所が公平な観点から決

めるというような制度設計になっています。「何と

なくこれぐらい」というのが基準としてないと皆さ

んなかなか使いづらくもあるので、基準として、例

えば裁判所によって示されている場所とかもありま

して。例えば東京の家庭裁判所が報酬額の目安とい

うのを公表しているんですけれども、すごくざっく

り言うと、月額20,000円ぐらいということです。つ

まり年間で12ヵ月なので24万円ぐらいですね。これ

が財産額によって、例えば財産額が数十万円ぐらい

しかない人から24万円を取っちゃうとなかなか大変

だと思うので、例えばそういう場合には、月額報酬

がなくなったりとか少し下がったりとか。逆に言う

と、例えば億単位の財産を管理している場合には、

財産管理に伴うリスク、当然大きな金額になればな

るほどリスクというのもあるので、その分報酬は、

例えば3万、4万、5万とかいうように上がったりと

かという形になっています。裁判官それぞれの判断

なので、こればかりは人によるんですけれども、大

体それくらいが報酬金額としては多いと思いますの

で、後見人がついたらそれぐらい報酬は掛かる可能

性があるというように思っていただいた方がいいか 

もしれないです。 

その他にも、例えばそれ以外で後見人が、「裁判

しましたよ」とか「相続人遺産分割協議を求めまし

た」とか「交通事故で賠償金を請求していて賠償金

を受け取りました」とかいうような場合には、付加

的な報酬と言って＋αの報酬が貰えることになるの

で、それは場合によりけりというようになっていま

す。実際ある意味、画一的に近いような形で後見人

の報酬が決まってしまうのも問題視はされていて、

よくニュースとかで出るのが、「後見人が何もして

ないのに、月2万、年間24万持ってくのはどうなん

だ」というようなことも言われたりはしていますの

で、そこら辺で、厚労省と最高裁判所と弁護士会も
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そうなんですけれども、各専門職団体とか含めて、

報酬の金額をどのように算定するかというのは、

今、話し合われているところです。逆に言うと、レ

ジュメの方にも書いていますけれども、報酬が無報

酬だったり低額報酬の問題というのも専門職から見

ると実はあったりします。つまり何が言いたいかと

言うと、ご本人の財産から報酬を貰うことになりま

すので、失礼ながらご本人に財産がなければ報酬を

貰えないということになったりとか。逆に言うと、

これも失礼ながら、財産があまりなければ、裁判所

も報酬をそんなに多くは決定しないというようにな

っています。 

先ほども少しお話したように、私たち専門職とい

うのは、基本仕事としてやっていますので、報酬が

貰えないと「どこまでこの業務を続けられるのか」

という判断が当然出てきてしまう部分がありまし

て。もちろんご本人、困っている方を助けたいとの

気持ちが専門職にはあると思うんですけれども、か

といって無報酬で、例えばすごく大変な案件を何件

も何件もやっていると、専門職に収入がないとする

と、自分の収入が成り立たなくなって生活できない

という問題が出てきてしまっています。そういう意

味で、あとから出てくる「どれぐらい後見人として

担い手がいるのか」という問題にも繋がってくるん

ですけれども、低額報酬が増えすぎると、専門職が

拒否というか、「ちょっとできないな」というよう

な場合があるとすると「その受け皿はどこにするの

か」という問題が出てきたりもしています。 

次にですね、地域連携ネットワークづくりと書い

ているんですけれども、「小規模市町村を中心に本

人の権利擁護支援を適切に行う地域連携ネットワー

ク（行政・福祉・法律専門職・家庭裁判所の連携の

仕組み）の整備が進んでいないこと」というように

記載されていますけれども、基本計画の中でも言わ

れていますが、元々小規模な市町村とか山間部の地

方とかは、特に地方過疎と言われるあまり近くに弁

護士がいなかったり家庭裁判所が遠かったりとかい

うような場合には、専門職から、例えば個別の案件

で「これはこうした方がいい」とかアドバイスを受

けれるような助言を日常的に受ける体制が作りづら

くてですね。その結果として、どうしても後見制度

というのは法律的な制度になってきますので、法律

的なアドバイスを受けられずに、成年後見制度の必

要性の判断とか法的課題に対する事案の調整などに

課題を抱えている市町村があるというのも問題にな

っているところです。これが成年後見制度の一つの

課題というところで、結局、必要な権利支援につい

て、必要な人に対して必要な支援が行き渡ってない

というような問題もあると思います。 

先ほど申し上げように、誰かが申し立てをしない

と成年後見制度は始まらないので、それではこの人

に成年後見制度が必要なのかどうかを判断するの

は、「誰かがして」ということにはなるんですけれ

ども、結局、支援が必要な人に繋がらないと申し立

てにも繋がらないので、結局、近くにそういう人が

いないと申し立てもできずに、言ってしまえば埋も

れてしまうみたいなことにもなりうるというような

形が一つの課題かなと思います。 

もう一つは、高齢者の増加に伴う担い手の確保で

すね、「誰がやるのか」という問題になります。結

局、成年後見制度の利用を今後増加させたいという

意味で、促進法とか基本計画とかというのは出来て

るんですけれども、利用が増えて申し立てが増えて

も、「後見人となる人がいないと誰もできません」

ということになってしまい、あまり意味のない制度

になってしまいます。 

後見業務を決して疎かにしている趣旨ではないの

ですが、例えば私たち弁護士も後見業務だけやって

いるわけではなくて、他の賠償請求だったり離婚の

問題だったりとか、いろいろな案件の中で後見業務

を行っているため、結局一人の専門職、それは司法

書士とか他の方、社会福祉士さんも一緒だとは思う

んですけれども、後見人として担当できる件数とい

うのはやはり限りがあるんですよね。一人で何十件

もというのはかなり負担があるという印象です。 

例えば私が今、後見人を務めているのが、大体10

名ぐらいの後見人やってまして、後見人、保佐、補

助、監督人とかやったりしているんですけれども、

それでもたぶん弁護士の中では多い方、担当してい

る件数としては多い方なので、先ほど最初の方に自

己紹介したみたいに、私が高齢者障害者委員会とい

うことで、高齢者の問題をすごく扱っている方なの

でそういう件数になっているんですけども、そうい

うものに関わりが少ない弁護士さんはもっと少ない

ので、たぶん数件程度とかという方も全然いらっし

ゃるし、全然やっていませんと、弁護士も業務を選

べるというか何でもやるわけではないので、「後見

業務をやりたくないな」という方とかもやってない

方もそれなりにはいらっしゃるので。 

例えば札幌でも、札幌の弁護士全員が後見人にな

るかと言われるとそうでもないという部分はありま

す。そうすると例えばご親族がいない人で、「どう

しても専門職に」となった時に、専門職が、どこま

で利用者数が増えた時に担当できるかというのは課

題の一つになっているところではあります。例えば

最近ニュースとかでも、市民後見人という名前はも

しかしたら聞くことがあるかもしれないんですけれ

ども、そういうところから担い手の確保という点

で、市民後見人にやってもらうということもあった

りするんですけれども、なかなかいろいろな課題が

あってですね、市民後見人、一般の市民の方にやっ

ていただくということも、件数の調整とか難しい案

件とかあると、「一般の方が」となって難しい部分

もあったりして担当できないというのでなかなか難
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しかったりもしています。 

最後にですが、「不正防止」という記載があるん

ですけれども、不正防止、つまり後見人は不正、横

領とか、これもニュースで見た事があるかもしれな

いんですけれども、不正をしてしまうという問題が

どうしても出てきてしまっています。残念な事では

あるんですけれども、例えば最高裁判所の調査によ

ると、2011年から2021年の11年間ぐらいで後見人

による横領の被害額が、何と289億になっているら

しいのです。なので、１年間の平均被害額が26億円

になっているんですよね。つまり、後見人がそれぐ

らいの金額をご本人の口座から取ってしまって、自

分のために使ったりとか何かに使ったりとかという

不正がいろいろあると、被害額としてこれぐらいあ

るというようになっています。 

基本的に被害のほとんどというのは、親族後見人

が多いというようには聞いてはいるんですけれど

も、ニュースでよく出てくるのは、専門職も正直ゼ

ロではない、専門職、弁護士も司法書士さんも含め

てなんですけれども、不正があるというのは、ゼロ

でもないところは同じ専門職としては大変残念では

あるんですけれども、裁判所の監督があっても不正

が起こってしまう現状において、不正をどのように

処理するのかというような事も課題の一つになって

います。ですので、例えば家庭裁判所は親族が後見

人となる場合にも、一定のお金がある場合には、後

見制度支援信託といって銀行に預けて裁判所の許可

がないと下ろせないという制度を使ったりとか、い

ろいろな対策をしているところとなっています。 

最後に、任意後見の課題というところでいくつか

上げているんですけれども、最初の方にお伝えした

みたいに、監督人を申し立てないと任意後見の正式

な効力というのは発生しないので、なかなか申し立

てが面倒臭くてやってない方が多いんですよね。で

すので、任意後見の発動ですね、後見監督人を申し

立てて発動してというのはすごく少ない状況になっ

ているので、選任の申立を義務化したりという事を

考えたりとかですね。あとは公正証書も、公正証書

で作るというのはちょっと面倒だなって思われる方

も多いのかなと思うんですけども、そういう様式の

緩和だったりというようなことが検討されている状

況になっています。 

あとは、実際私が実務やっていく中で課題と感じ

るところというのは、先ほどの連携ネットワークと

いうところにもあるんですけれども、ご本人を、後

見人が必要な人を発見した段階ではもう申し立てが

難しい。つまりご本人の判断能力が全然なくて親族

もいない。つまり申し立てができる人がいないとい

う時にどうするのか。つまり、今すぐこの人には後

見が必要なのに、市長申し立てとかの場合、どうし

ても時間がかかってしまうんですよね。市長申し立

てをすると１年ほどかかるので、その間のこの人の

財産管理とか生活をどうするのかというところで、

やはり失礼ながら、見つけた時に手遅れに近いとい

うか、申し立てが難しいという時にどうするかとい

う状況に対面する事が業務上ありますので、そうい

う時に、そういうようになる前に何かできないかな

というように思ったりする時もあります。 

実際私も、包括支援センターからの相談とかでご

本人宅に行く事とかもあるんですけれども、ご本人

宅に行ったらもうゴミ屋敷みたいになっていたとい

うのもそれなりに経験はありますので。行ったら、

歩くスペースがないぐらいの、壁まで積み上がって

いますみたいな時も、そういうケースで中に入って

いって、ご本人に説明したりとかいう事もやったり

はするんですけれども、そういう状況になる前に、

そういう必要な時に成年後見制度が使えるような制

度設計に今後なっていければ一番いいのではないか

なと思っています。 

最後になりますけれども、課題についていくつか

お話ししましたが、これまでの話に課題が限られる

わけではなくて、成年後見制度自体は必要な制度だ

とは思いますので、今回の題にもなっていますが、

高齢者の方の権利擁護のために利用者の方がメリッ

トを実感できる制度に今後なってくれればいいなと

いうように思っています。私としても、本人の意思

を尊重して支援を行うために、今回、参加されてい

る方を含めて皆様とネットワークを作りながら高齢

者の権利擁護のために微力ながら今後も頑張ってい

きたいなと思っています。 

それでは、以上になります。どうも、ご清聴あり

がとうございました。 

 

【司会】 

小泉先生、ありがとうございました。 

 ご講演いただいた成年後見制度、皆様ご存じとは

思いますが、平成12年４月から介護保険制度ととも

に施行され、少し難しい制度になるんですれども、

先生の方には、具体的な事例やデータなどを交えて

丁寧に解説いただきました。ありがとうございま

す。 

 なお、時間の都合上、質問時間等は設けておりま

せんが、最後のパネルディスカッション終了後、全

体を通して時間を設けたいと思います。 

 それではここで一旦、休憩に入りたいと思いま

す。再開は15：15となりますので、それまでに席に

お戻りください。  
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■パネルディスカッション 

：高齢者を守る制度とするために、専門職、市民後見

人、家族の立場から考える 

 

【司会】 

 時間となりましたので、パネルディスカッション

に移ります。 

「高齢者を守る制度とするために、専門職・市民後

見人・家族の立場から考える」について、代表者の

方々に集まっていただき、こちらで議論いただきま

す。それでは、はじめにご出演の方々をご紹介しま

す。 

 舞台向かって左手側、コーディネーターは、北海

道高齢者虐待防止推進委員会委員長で、札幌ことぶ

き法律事務所弁護士の井川寿幸先生です。 

 続きまして、パネリストとして、舞台向かって右

手側、基調講演に引き続き、弁護士法人リブラ共同

法律事務所弁護士の小泉純先生、一般社団法人北海

道成年後見支援センター理事で、行政書士事務所み

なかたパートナーズ行政書士の南方宏幸先生、北海

道認知症の人を支える家族の会事務局長の西村敏子

先生、最後に、苫小牧市社会福祉協議会総合支援室

長の古川義則先生となります。 

 なお、これからの進行はコーディネーターの井川

先生にお願いします。先生、よろしくお願いしま

す。 

 

【井川氏】 

 先ほどご紹介にあずかりました、弁護士の井川寿

幸と申します。 

 北海道社会福祉協議会の委嘱を受けまして、平成

29年度から、北海道高齢者虐待防止推進委員会の委

員をしております。昨年度からは委員長を務めてお

ります。本日これから、パネルディスカッションの

コーディネーターを務めさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日これから、こちらの４名の皆様に

パネリストとして、後見制度について、「高齢者を

守る制度とするために、専門職・市民後見人・家族

の立場から考える」と題してお話をしていただくこ

とになりますが、まずプレゼンテーションとして、

南方さんと西村さんと古川さんに、ご用意いただい

た資料に基づいて、それぞれお話や活動報告をして

いただけたらと思います。 

 まずは、南方さんからお願いします。資料は３に

なります。よろしくお願いいたします。 

 

【南方氏】 

 行政書士会後見センターの南方でございます。本

日はよろしくお願いいたします。 

 私ども北海道行政書士会北海道成年後見支援セン

ターは、行政書士会の関連団体でございます。行政

書士会に登録する会員で構成をいたしております。 

 現在、道内の35の市と町で会員148名が活動いた

しております。地域別には記載のとおりでございま

すけれども、半数の会員が石狩地域で活動している

という状況でございます。 

 会員状況を地図に落としますと、濃い緑の35の市

と町に148名の会員がいるのですけれども、どの会

員もほぼ、近隣市町村（薄い緑の地域）でも活動し

ておりますので、北海道内では、これら緑の地域で

活動していると思っていただければと思っておりま

す。 

 次に、私どもの今までの受任実績のご報告です。

今まで私どもは、累計で受任件数446件、うち法定

後見で213件、任意後見で233件、受任をしておりま

す。この数字には当然終了案件も含まれております

ので、継続している案件で申しますと、現在受任件

数が223件、うち法定後見が107件、任意後見で116

件ということになっています。 

このように見ますと、法定後見と任意後見でバラ

ンスよく受任していると言えるかもしれません。ま

た、受任実績からすると、私どもは任意後見に特徴

があると言えるかもしれません。また、この受任の

中で法人後見として受任している件数が累計で22件

ございます。うち、今現在継続している法人として

の後見が17件ということになっています。 

実は国のほうで第一期成年後見制度利用促進基本

計画が作られたときに、法人後見の担い手としてと

いうのが入ったときに、私どもでも、やはり法人後

見に取り組まないといけないということでスタート

させたものでございます。 

現在法人後見では、本人が50代の方を中心に法人

で受任をしております。また、保佐、補助で比較的

活発な方も法人で受けているという状況でございま

す。ただまだ22件という実績ですので、法人として

これから、顔の見える後見をどのようにやっていく

のかということの知見を積み重ねている状況でござ

います。 

私どもは、外部の皆様から専門職団体等と言われ

ております。スライド５頁ですが、ここの数字は、

最高裁で出している成年後見関係事件概況の令和３

年１月から12月の全国の数字でして、親族以外の内

訳の数字でございます。弁護士が25.9％、司法書士

が37.7％、社会福祉士が18.1％、私ども行政書士は

1,301件の4.1％でございまして、皆様からは専門職

団体等と言われている団体でございます。 

少し、行政書士の役割についてご説明をいたしま

す。私どもの典型的な業務は、役所に対する届出、

許可、認可の代理申請であったり、それに対する不

服申立代理などを典型業務として行っています。つ

まり行政書士は、行政手続きの専門職であります。 

少し堅く申せば、「国民の利便に資し、国民の権
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利利益の実現」をその使命としています。簡単に申

せば、「役所と市民を繋ぐ士業」が行政書士です。

特に複雑だったり、困難な行政手続きにおいて、

我々の役目があると考えております。ただ、複雑

な、困難な行政手続きと言っても、それは人それぞ

れに違うと考えています。 

このような行政書士業務の中で、行政書士後見人

としては、日常的な行政手続に関わる機会の多い行

政書士業の経験を生かしながら、本人の介護だと

か、生活維持のための社会保障給付、医療支援など

を行いながら、後見業務も行っています。 

私の経験の例で申しますと、スライド７頁です

が、ここに記載のような、特定医療費（指定難病）

受給者証の更新だとか、自立支援医療費（精神通院

医療）受給者証の更新などを行いながら、後見業務

を行っております。 

また、今、話題と言えば行政書士会でマイナンバ

ーカードの代理申請等も行っております。スライド

に「コロナワクチン接種の予約」と書いています

が、コロナワクチンの１回目２回目で、なかなか予

約が取れなかったというご経験もあるのではないか

と思います。特に高齢者の方にとって、半日電話し

たけれども繋がらないとか、１日電話してやっと予

約が取れたというお話を聞きます。これは一般支援

者としてですが、札幌の病院であればスマホから、

またパソコンからすれば比較的簡単に…簡単ではな

いですが、予約が取れたという事実があります。こ

のように、マイナンバーカードの申請にしてもコロ

ナワクチンの接種予約にしても、やはり高齢者の方

の中には、やはり大変な人もいるというのも事実で

ございます。 

先ほど、私どもの受任の特徴は任意後見契約にあ

ると申しましたけれども、ご承知のとおり任意後見

契約は、任意後見監督人が選任されて初めて効力が

発生をするという、任意代理の委任契約です。よっ

て、発効しなかったらなんの意味もないといわれる

場合もあります。 

ですが私どもは、発効前にも有用性があるのでは

ないかと思って取り組んでおります。任意後見受任

者がいることの意味です。登記事項証明書によっ

て、公に証明される将来の後見人がいるというメリ

ットです。高齢者の人にとっては判断能力の低下

前、つまり契約発効前においても、やはりどうして

も情報格差や身体機能の低下によって不便を感じて

いると思われます。また、信頼できる誰かに相談を

して、自分らしく暮らしたいと考えていると思って

います。 

この信頼できる誰かにふさわしいのは、ご近所の

親切な方かもしれませんし、友人かもしれませんけ

れども、やはり任意後見契約受任者もふさわしいの

ではないかと思っています。特にまた、身寄りのな

い高齢者にとっては、死後のことも心配されていま

す。判断能力低下前に死亡したとしても、任意後見

受任者が死亡届を出すことも可能です。 

このように任意後見契約登記事項証明書で、公に

証明される将来の後見人がいるということも知って

おく必要があろうかと思っています。 

また、本人にとっても有効な場合があるのではな

いかということでここに書きましたけれども、たと

えば見守りを通じて、受任者の仕事ぶりを見て信用

に足りるか判断することができます。そして、その

受任者が信用に足りないと思えば、契約を解除する

ことができます。ここが法定後見と異なる利点のよ

うなものかと思っています。もっと誤解を恐れずに

言えば、相性が合わないなと思えば解除もできると

いうことです。 

私ども行政書士会では、この任意後見監督人申立

時期の案件調査を毎年１回続けております。これ

で、不正が行われないようにと気をつけている次第

でございます。 

私ども北海道成年後見支援センターは、道南と道

央・札幌、十勝・帯広、道北、オホーツク、道東の

６支部で活動いたしております。 

以上で、自己紹介と活動の紹介とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

【井川氏】 

 南方さん、ありがとうございました。 

 ひとつ質問させていただきたいのですけれども、

先ほどのスライド８頁目の中で、「受任者の仕事ぶ

りを見て信用に足りるか判断」とありまして、発効

前の仕事ぶりを見る機会があるような書きぶりをし

ていただいているのですが、これは任意後見契約の

中で、たとえばあわせて見守りの契約みたいな形で

「発効前にもこういったことをします」とかそうい

った取り決めがされていたりするんでしょうか。 

 

【南方氏】 

 はい。当然、任意後見契約発効までに、契約して

から一定期間ありますので、その間、本人と何かコ

ンタクトを取らないですぐ発効するということはで

きませんので、ご指摘のとおり最低見守り契約をし

て、本人との関わりを持っていく。 

多くの場合、ご承知のとおり移行型契約で任意代

理契約を結んでおいて、さらに任意後見契約を結ぶ

という具合になりますので、必ず契約をしたら発効

まで何らかの、基本的には見守り契約をして関わり

を持っていくということでございます。以上です。 

 

【井川氏】 

 ありがとうございます。 

 制度には、それぞれメリットデメリットがあるわ

けですけれども、任意後見契約については、財産管

理をする人を自分で選べるというのが大きなメリッ



15 

 

トだと思うんですね。まさにそのあたりをご説明い

ただけたのかなと思います。ありがとうございま

す。 

 次に西村さんから活動報告いただければと思いま

す。資料は４になります。よろしくお願いします。 

 

【西村氏】 

 ただいま紹介いただきました西村です。私のほう

から発表したいと思います。 

 認知症の人を支える家族の会については、昭和62

年６月に創立され、まだ認知症（当時痴呆症）の理

解も情報も、社会的な支援もなかった時代から、家

族同士で励まし合い、支え合い、認知症の理解を求

めて各地で活動している団体で、道内には43支部あ

ります。 

 スライド２頁ですが、これは家族の会の活動の様

子です。一番上の左側は、認知症の想いを綴った冊

子を毎年12月に発効して、34年間続いております。

その隣は、認知症の啓発活動をするために、９月21

日が世界アルツハイマーデーですので、リーフレッ

トを配布したりしており、続いて下ですが、認知症

の人の家族がいくら外に向かって認知症のことを理

解してもらいたいと思っても、周りが理解してくれ

ないとなかなか言えないということで、各地をまわ

って認知症の人と共に暮らす町づくり研修会を実施

しています。その隣は、同じ体験を持つ者同士が集

まって、月２回、心の内をさらけ出す集いを行って

います。また、同じく月１回、本人の集いもやって

います。 

 それから次のスライドですが、上は認知症コール

センターです。年間900件の相談を受けています。

認知症の預金に関してとか、対応方法についての相

談が多いのですが、中には相談事例として、通帳が

なくなったと何回も銀行や郵便局に電話をかけるの

で、相手方から対応を迫られる、それから認知症と

診断されたらお金を下ろせないのかとか、1,000万

以上の貯蓄がある場合、家族が後見人になれないの

かとか、親の財産を巡って兄弟間での揉め事のお話

などがあります。 

 それから、今回のパネルディスカッションでは、

何か資料がないと発表ができないと思いまして、成

年後見制度に関する会員の意識調査を実施しまし

た。期間は令和４年11月17日から12月15日で、対

象は会員100名でした。回収率としては84％、です

から84人から回答を得たということになります。 

 回答者自身については、現在介護中が62％、性別

では女性が76％。それから後期高齢者が48.8％。子

どもがいないかどうかということは後見制度にも関

わってくるので聞いたのですが、28.6％の人が子ど

もがいないと回答しています。それから、被介護者

については、30.4％が実母で、27.5％が夫。これ

は、電話相談の中の回答内容でも同じような傾向が

あります。それから複数介護している方もいます。

それから認知症と診断されている人は74.7％で、他

に「認知症かもしれない」という方が７％、約8割

の方が認知症ということになると思います。 

 スライド７頁ですが、成年後見制度についての内

容についての理解について、「十分理解している」

「理解している」「少し」「言葉を聞いた程度」

「全くわからない」というところで、法定後見と任

意後見についてお聞きました。さほど差はないと思

うのですが、「全くわからない」というところで

は、任意後見制度のほうがそのように答えている方

が多いと思います。それから84名のうち、利用して

いるもしくは利用したという人は４名です。利用す

ることに決めた理由については、次の事例でお話し

たいと思います。利用してよかったことについて

は、「安心できる」「相談相手になってくれる」が

あげられました。利用して困ったことについては、

やはり「費用がかかる」、それから「本人のために

本人のお金が使えない」、それから「報酬が自由に

決められない」「使い勝手が悪い」というようなこ

とがあげられていました。 

 スライド８頁ですが、事例としては60代の男性

で、妻がアルツハイマー型認知症ということで、夫

婦二人で子どもはいません。信頼できる親族、知人

もおりません。万一、男性が死亡した場合、財産は

ほぼ全額妻が相続しますが、財産を管理する人がい

ない。それで弁護士に相談した結果、利用していま

す。任意後見制度も利用中ということでした。 

「弁護士以外どこに相談したらいいかどこが信頼で

きるかわからなかった」「費用が高い」「とても難

しくわからない点が多い」「途中でやめられない」

「後見人を変えられない」「家族が自由にお金を使

えない」というところを書いていました。「現状制

度では身寄りがいないなどの場合は有効だと思うが

改善が必要である」というように答えています。 

 スライド９頁ですが、事例２は70代女性で、お姉

さんが認知症です。後見制度ができて２年目から利

用しています。何もわからなかったということで

す。当時、専門家を頼んだほうがいいのかを裁判所

に相談したら、妹さんでいいとのことでした。同居

しているので、介護保険の利用も自由にできるの

で、専門家を頼まなくてよかった。安心して銀行に

行ける。ただ、生活に関係のないお金は出し入れで

きないのがデメリットと感じているということでし

た。 

 スライド１０頁ですが、後見制度を利用していな

い、あるいはしなかった理由としては、「家族間で

できている」というのがもっとも多くて53.8％、

「制度の内容がよくわからない」というのが

23.8％、それから「本人が管理できている」が

13.8％、「財産がない」が12.5％、「提出書類が多

く手続が難しそう」というのが11.3％、「後見人の
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報酬が高く自由に報酬額を決められない」「財産を

自由に使えない」「誰を選べばいいかわからない」

が10.0％で、あとは「初期費用が高い」があげられ

ています。 

 スライド１１頁ですが、「任意後見制度を利用し

たくない」という方が55％でした。その理由は、年

金収入だけで余裕がない、家裁の申し立てなどの手

続が複雑である、後見人の報酬が発生し、財産状況

や生活状況が外に出ることに抵抗がある。それか

ら、「市民後見人は知らない」という方は70％、

「法人後見について知らない」が64％、「日常生活

自立支援事業を知らない」が52％。「あなた自身、

将来自分や家族が認知症になるかもしれないと考え

たときの財産管理について」は、制度を利用したい

というのが11.8％、本人の預貯金の管理や不動産の

財産処分がでた時点で考えたいが25％、よくわから

ないので利用しないというのが11.8％、今は考えた

くないというのが19.3％。その他が32.1％なんです

けれども、その他の理由としては、家族信託にした

いとか、子どもと話し合って決めたい、子どもたち

で話し合い整理してもらいたいというようなことで

した。 

 スライド１２頁ですが、今後に期待したいという

ことでまず１番目は、「利用しやすい制度に見直

し」してもらいたいということです。今の制度では

費用・報酬が高い、手続きが難しい、途中でやめら

れないなど利用することにメリットを感じるまでに

は至っていない。 

それから２番目は、「日常生活自立支援事業の拡

充」をお願いしたいということです。私は北海道福

祉サービス適正化委員を務めているので、市町村の

社会福祉協議会に訪問調査に行くことがあります。

専門員は兼務している方が多く、かなりの業務をこ

なしていると感じられます。成年後見制度を使う前

段階の支援としても有効ですし、後見制度が必要に

なったら早期に繋ぐことが可能です。財政的・人的

資源の拡充が大切だと思います。 

 それから、「もっと普及啓発を」していただきた

いということで、「介護と後見制度はそのときにな

らないとわからない」というのが現状だと思うんで

すね。ですから、もっと目に触れるように啓発して

いただければいいかなというように思います。 

 それから４番目は、「障がいや病気への理解」と

いうことで、その人を知るためには認知症の病気の

特性を理解することが必要ですので、研修をしてい

ただければと思います。理解していただけないばか

りに悔しい思いをしたというような相談も寄せられ

ているので、ぜひこの辺はお願いしたいなというよ

うに思います。 

以上です。ありがとうございました。 

 

【井川氏】 

 西村さん、ありがとうございました。 

 アンケートの回収率が84％と極めて高く、関心が

高い皆様の中で、制度について理解をしているかと

いうと、２割程度にとどまるという結果が出てお

り、なかなか内容について普及はしていないところ

なのかなと思われるところでした。このギャップを

どのように埋めていくか、たとえば専門職がどのよ

うなところに来てくれると助かるとか、何かご意見

があったらお聞きしたいのですが、いかがでしょう

か。 

 

【西村氏】 

 たとえば介護保険を利用するときに、ケアマネさ

んとか身近な人に相談する場合がありますよね。包

括支援センターとか。そういう身近なところでも教

えていただければなと思いますし、一応チャレンジ

してみるんですけれども、なかなか最後まで行き着

けないという現状があるので。今後、わかりやすい

手続きとか説明というのが必要になってくるのでは

ないかというように思っております。 

 

【井川氏】 

 ありがとうございました。法律専門職としても参

考にさせていただきたいと思います。 

 それでは、次に古川さんから活動報告をお願いい

たします。資料は５になります。よろしくお願いし

ます。 

 

【古川氏】 

 苫小牧市社会福祉協議会の古川と申します。 

 苫小牧市社会福祉協議会では、現在、成年後見支

援センターを苫小牧市から受託して運営をしており

ます。平成28年に開設をしまして、今年度から東胆

振の厚真町、安平町、むかわ町も含めて、広域のセ

ンターになっております。だいたい、年間相談件数

が100～120件くらいを推移しています。 

 今年からは、地域包括支援センターの地域ケア会

議に必ず出席するようにしています。同時に、社会

福祉協議会自体で法人後見を行っています。資料の

後ろから２頁目ですが、法人後見の日計表で数字を

出しています。１月５日現在ですけれども、法人後

見としては91件を受任しています。年々増えてきて

いまして、今後どうなるのかなとかなり不安を持っ

ているところです。市民後見人の養成もしています

し、後見の監督人も行っています。今現在、５件の

監督をしています。 

 ３段目ですけれども、市民後見人の方ですね。市

民後見の件数は受任件数が62件です。今、市民後見

人として活動している方は約30人くらいいらっしゃ

いますので、ひとり当たり２～３件持たれている方

もいらっしゃるということになります。これは家庭

裁判所から直接、受任をされているという方になり
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ます。 

 それから一番下は後見支援員で、これは32件とな

っています。これは、社会福祉協議会で法人後見を

受任して、そしてそのケースについて養成研修を受

講された方に担当していただいて、そのケースを一

緒に持っていただいているという方になります。た

だしここ数年、コロナが発生してから、各施設とか

病院などはなかなか面会に行くことができなくなっ

ていますので、今は後見支援員の方が活動が少しで

きなくなっているという状況もあります。 

 資料の最終頁ですが、これは養成研修の実施状況

です。苫小牧市は、平成26年から市民後見人の養成

研修を始めています。今現在、令和４年度のところ

ですけれども、延べでだいたい180名が養成研修を

受講したということになっています。そのうち、活

動してもいいという方が125人いらっしゃるという

ことです。市民後見人の方は、単独で活動している

方が市内で今、62件を持っているところであり、後

見支援の方は32件を持っているという数字になって

います。 

 活動としては、法人後見を受任をしながら、市民

後見人も増やしていくといった活動しております。

市民後見人の方がどこまで増えていくかには、多少

不安を持っていますけれども、今は、７月～８月そ

れから１月～２月くらいで、年２回養成研修を行っ

ています。また、今年から東胆振３町も広域化に入

ったので、今年は安平町でも3町合同で養成研修を

始めています。ですので、できるだけ地域の中で地

域の人が活動していくというようなシステムを作っ

ていきたいなと思っています。 

 資料１頁目に戻りますけれども、地域包括支援セ

ンターの地域ケア会議あるいは相談支援事業所のカ

ンファレンス等には必ず出席しています。それはな

ぜかというと、そのケースの中に権利侵害があるの

だろうか、あるいは予想されるのだろうかというこ

とを見ていきたいということです。その中で、後見

を使ったほうがいいのだろうか、あるいは日常生活

自立支援事業を使ったほうがいいのだろうか、ある

いは任意後見ということなのか、あるいは財産管理

委任契約でいけるのだろうかというような、どのよ

うな道具を使ったらいいのかということを判断して

いきたいということなんですね。 

 どうしてそういった会議等に参加するようになっ

たかというと、以前は、地域包括支援センター、あ

るいはケアマネジャーや行政からセンターのほうに

電話がかかってきて、日常生活自立支援事業でちょ

っとお願いしたいのでちょっと来てくれないだろう

か、あるいは、後見制度を使えないだろうかという

ようなことで連絡が来ることがたびたびあったんで

すけれども、実際に行ってみると、「これは日常生

活自立支援事業ではなくて後見制度を使ったほうが

いいかもしれない」といったことがしばしばあるん

ですね。そうすると、どの権利擁護の道具を使うか

というのは、こちら側が決めたほうがいいのではな

いだろうかということですね。 

あるいは、包括支援センター、ケアマネジャーあ

るいは行政側の担当者の視点で呼ばれたり呼ばれな

かったりするということもあったわけですね。それ

はちょっとまずいのではないだろうかということ

で、行政と相談をしまして、今は地域包括支援セン

ターの地域ケア会議や相談支援事業所のカンファレ

ンス等には必ず成年後見支援センターが入るという

ような形にしています。 

 そこで、どういった権利の侵害が起きているのか

いないのか、あるいは起きることが予想されるの

か、そうするとどこの時点でどの機関がどう動いた

らいいのかといったことをコーディネートしていく

というようなことになってきます。あるいは、ケア

マネさんと一緒に、地域包括支援センターと一緒

に、あるいは相談支援専門員と一緒に同行訪問をし

ていくというようなことも活発に行っています。 

 後見制度をどう使っていくかということなんです

けれども、やはり一番難しい部分ではないのかなと

僕らも思っています。よくあるのは、「虐待認定さ

れないと後見の申し立てができないのではないか」

と聞かれる、「どうしたらいいのだろうか」という

ことがあります。権利侵害が起きているかどうかの

問題であって、虐待かどうかというのは市町村が判

断することなので、ひどい権利侵害が虐待になって

くるわけであるのと、権利侵害があれば、当然後見

制度利用の検討をしていかなければいけないという

ことになってきます。 

あるいは、親族がいるので市町村申し立てができ

ないと。虐待に関わっていなくて申し立てができる

人がいればもちろん一番よろしいんですけれども、

虐待者が同じ兄弟ですと、「脅かしているあるいは

お金を借りまくっている」「兄弟間の仲が非常に悪

い」というような場合、その他の兄弟が申し立てを

するということが非常に難しくなってきます。です

ので、そういったことにあまりとらわれないで、市

町村申し立てに繋げていくということも必要になっ

てくるだろうなというように思います。 

 それから、後見人がつくと家族がバラバラになっ

てしまう、だから申し立てに躊躇してしまうという

ことも聞いたりすることがあります。権利というの

は個別性のものですから、家族単位で考えるという

ことはなくて、仮に虐待している方と養護者を分離

したとしても、養護者支援というものを当然してい

かなければならなくなってくるわけです。養護者支

援をしていく中で家族を再統合していくというの

も、行政や地域包括支援センターの役割になってき

ます。 

特に後見人は、今の制度でいくとその方が亡くな

るまでずっと続くわけです。特に虐待のケースを受



18 

 

けると、その方が亡くなったときにその養護者の方

に引き継いでいくわけなんですね。そこがきちんと

されていないと、後見人は大変な苦労をすることに

なります。虐待がそのまま続いて亡くなったとして

も、後見人が養護者にアプローチすることというの

はなかなかできないわけですね。ですけど、亡くな

ったときには、否が応でも会わなければいけない、

引き継ぎをしなければいけないという場面が出てき

ます。ですので、後見人が孤立しないように、きち

んと行政なり包括支援センターがサポートをしてい

く。「後見人がついてよかったね」「あとは後見人

よろしくね」というような丸投げというのはなかな

か難しいのではないのかなというように思います。 

私の例ですが、虐待の案件で何件か後見人を受け

たこともありますけれども、ご本人が亡くなったと

きに養護者の方に引き継いだこともありますけれど

も、なかなか厳しいものです。地域包括支援センタ

ーを仲介して、地域包括支援センターの中で引き継

いだこともありますし、後見人１人で養護者の支援

ということはできないわけですから、その辺の仕組

みというのも必要になってくるのだろうなというよ

うに思います。 

それから市町村申立てですが、申立て書類がきち

んと整わないと申し立てができないということも時

折聞いたことがあります。特に虐待の場合、早め早

めに申し立てをしてあげないと、虐待はそのまま続

いてしまうというようなことが起きてしまいます。

年金がそのまま搾取され続ける。たとえば８月の年

金はもう持って行かれたけれども、なんとか10月の

年金までには後見人を選任したいといったことも当

然起きてくるわけなんですけれども、その書類がな

かなか作れないからそのままずっといってしまうと

いうようなことがあって、そのまま虐待が続いてし

まうといったことも起きるわけですね。その場合

は、事前に市と裁判所とお話をして、当然通帳は虐

待している方が持っているわけですけれども、通帳

はなくて申立てをするというようなことも出てくる

わけですね。そのあたりの事情というのも、きちん

と裁判所に話をして、申立てをスムーズに行ってい

くということも必要なのではないかなというように

思います。 

権利侵害というのは個別性があって、生活してい

る人によって何がその人にとって権利が侵害されて

いるかはもちろん違いますし、それを見る支援者も

担当者によって捉え方が変わってきます。そこが非

常に難しいのだろうなというように僕らも思ってい

ます。だから、担当者の視点によって「このくらい

はいいのではないだろうか」とか「まだ申立てしな

くてもいいのではないだろうか」なんていうことも

起きてくるわけですね。そういった意味で、専門的

な機関がみなさんとカンファレンスをしながらきち

んと判断をしていくということが必要になってくる

だろうなというように思います。 

たとえば、今日は「高齢者の権利擁護を考える集

い」ですけれども、障がい関係では最近、相談が非

常に多いんですけれども、たとえば知的な障がいを

持たれている方ですが、障害年金をたとえばお父さ

んお母さんが管理をしているという場合は非常に多

いです。しかしその障害年金が、実はお母さんにそ

の多くを使われていたとか、あるいは借金までさせ

られていたとかそういった例というのは結構あるわ

けですね。ただ、ご本人というのは、なかなかそれ

を訴える力がないわけなんですね。たまたまそうい

ったことを聞いた、たとえば相談支援事業所がご本

人とこちらのほうに来て、よくよくお話を聞いたら

本人は「もう家を出たい」ということで申立てをし

たことがありましたけれども、そういったものとい

うのは水面下に隠れているということが非常に多い

わけです。 

私たちのほうでは、受任調整会議とTMネットワ

ーク会議というのを行っています。受任調整会議で

は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・精

神保健福祉士・地域包括支援センターの社会福祉士

をメンバーに入れて、上がってきた申立てのケース

について、どのような職種の方が受任をしたらいい

だろうかといったことを、課題を整理して、この人

の場合であれば法律職のほうが、あるいは法人が、

あるいは市民後見人がいいのではないだろうかとい

うように話し合っており、最近は、ダイレクトに市

民後見人でいけるのではないだろうかといったこと

も出てきたりします。それについて課題整理をし

て、なぜこの職種がいいのかということを明記し

て、意見書を申立書と一緒に家庭裁判所に提出をし

ています。家庭裁判所では、それを参考に受任者を

決めていくというような形になっています。 

それから、TMネットワーク会議というのも今年

から始めまして、弁護士と我々とそれから市の福祉

部総合福祉課というところとメンバーに入りまし

て、いろいろなケースを持ってきてもらっていま

す。相談もですね。その中に、「これはちょっと法

律的な課題があるのではないか」といったことが出

てくるわけですね。そういったケースを検討してき

ています。その場合、相談しやすいように特に書式

も決めていません。当日持ち込みも可能にしていま

す。どのような相談でもかまわないと。こういう相

談でなければいけないとか、何か難しいケースを持

ってこなければいけないのではないかとか、そうい

ったことはなしですね、どのような相談でも結構で

す。「進め具合でちょっと困っているということが

あればなんでも結構なので持ってきてください」と

いった形で昨年の４月から行っています。１ケース

だいたい10～30分くらいで行っていますけれども、

その中ですべてを解決することはもちろんできない

ですけれども、どのような方法で進めたらいいのか
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ということをアドバイスをしていきます。当然その

後は、フォローも一緒に行っていくという形にして

います。 

後見の相談が少ないあるいは無いといったこと

も、今年は東胆振３町をまわってそういった声も耳

にしていました。それはニーズを拾っていないか、

あるいはどのようなことが権利侵害にあたるのかと

いったことが非常に曖昧なのかなというような気も

しました。また、自分から裁判所に、「後見の手続

きをしてほしい」という人はまずいないということ

ですね。自分が不利な立場に立っていて、それが不

利になっているかどうかということもわからない方

たちが、自分で「助けてほしい」「なんとかしてく

れ」といった声を出すことはまずないだろうと思い

ます。 

あるいは、後見人がつくと通帳を渡さなければな

らないから、本人はそれを嫌だと言っているので申

立てはできないということも専門職からたびたび聞

いたこともあります。それも非常に誤解がありまし

て、後見人がついたら必ず通帳を渡してくださいと

いうことを僕らはしていません。それは本人ときち

んと信頼関係を作ってから。「後見人です」という

ことで、無理に通帳をそのまま預かるということに

はならないわけですね。 

今、成年後見制度の第２期計画というのが国で進

行しています。８０５０とか９０６０とか、あるい

はいろいろな重層的な課題がたくさん出てきている

んですけれども、必要なのはそういったニーズを早

く発見して、どうしたら手続きのレールに乗せてい

けるのかといったことをコーディネートしていける

かどうかだと思うんですね。それには、権利擁護と

いう視点がなければいけないのかなというように思

っています。 

報告は以上です。ありがとうございました。 

 

【井川氏】 

 古川さん、どうもありがとうございました。 

 古川さんからは、現に権利侵害されている方への

支援を実施したお話をいただいたと思います。この

ような場合、他職種の連携が特に重要になることが

多いと思うんですけれども、ひとつ質問なんです

が、他職種で意見が分かれた場合、どのように解決

するかあるいは意見が分かれないようにするために

工夫していることなどがあったら教えていただけた

らと思うんですけど。 

 

【古川氏】 

 たとえば、後見について申立てをしていく段階で

意見が分かれる、必要であるということで一致はす

るんですけれども、ただどう進めていくかとかいっ

たところでなかなか難しい場合が出てきます。その

ときに、逆立ちをするような感覚なんですけど、

「じゃあどうする」となって、１回ふりだしに戻っ

て考えるかあるいは２週間後にもう１回考えるとか

ですかね。「意見が合わないからここでやめよう

か」ということにはならないですね。やはり何回か

頭詰めながら、「どうする？」「どうする？」「ど

うやっていく？」といったことを繰り返しながら、

進めていくというのが現状になっています。 

 

【井川氏】 

 ありがとうございます。 

 次のスケジュールとして、ディスカッションに入

っていきたいと思うのですが、事前のお題として二

つお示ししておりました。 

 ひとつに「後見制度の利用にあたり大切なこ

と」、二つめとして「専門職、市民、家族、行政は

何ができるのか、何をすべきか（最も重要なこ

と）」という二つのお題を事前にお示ししておりま

した。 

 フリートーキングでのお題になってしまっている

かもしれないのですが、まず「後見制度の利用にあ

たり大切なこと」について、小泉さんからお願いい

たします。 

 

【小泉氏】 

 弁護士の小泉です。 

 今日の基調講演でも少しお話しして、今、後見制

度の見直しがなされている理由にもなるんですけれ

ども、結局、利用者のメリットが感じられない、ま

た利用してみたけれども思っていたのと違うとかそ

ういうところがある制度。そういうところに誤解が

あると、みなさんにとって不幸になってしまう部分

もありますので、そういう流れがあって、最近は成

年後見制度利用にあたり、本人の意思決定をきちん

と支援しましょうという視点が重視されているとこ

ろです。ですので、支援する上で、まずはご本人と

して何が困っているかというところをきちんと把握

した上で、ご本人の意向を第一に、後見制度利用に

向けて必要な支援していくということが大切になる

かなと思います。 

 また、虐待とかもそうなんですけれども、ご家族

とかひとりで抱え込まずに、専門職や地域包括支援

センターを含めたチームでみなさんで関わり、支援

に繋げていって、ご本人の意向を第一にしてくこと

が大切かなというように考えております。ひとまず

以上です。 

 

【井川氏】 

 ありがとうございます。次に、南方さん、よろし

くお願いします。 

 

【南方氏】 

 南方でございます。 
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 まず大切なことは、他の制度では本人の困ってい

ること、不便に感じていることが解決できないのか

という精査が大切だと思っています。つまり、後見

人が関与しなければ解決できない生活上の課題は何

であるのかということです。と申しますのは、後見

制度は開始したら止められないということと、後見

人に誰を選ぶのかというのは裁判所が決めるという

ことがあります。時々「利用しないほうがよかっ

た」というような声も聞こえてくるからです。 

 二つめは、いかに後見申立てまでにたどり着ける

か、たどり着くためのネットワークの支援が必要、

大切だと思っています。というのは、実際申立てて

みると、裁判所のホームページを見て、たくさんの

申立て書類が必要だということを実感するからで

す。 

 最後もう一点は、やはり任意後見契約は発効前に

も活用できるということを周知する必要があると思

うのです。というのは、成年後見制度を作ったとき

の目玉は、補助と任意後見であったというのに、任

意後見が使われていないからです。以上でございま

す。 

 

【井川氏】 

 ありがとうございます。それでは次に、西村さ

ん、お願いいたします。 

 

【西村氏】 

 家族というのは結構、攻撃的なところもあった

り、家族関係にはいろいろあるんですけれども、や

はりデメリットがメリットに変わらなければなかな

か使いづらいというところがあると思うんですよ

ね。高齢化が進んできて、75歳以上の方が多くを占

める時代になってきて、制度を利用したいといった

場合、相談窓口がどこなのかとか提出書類が多くて

とても読み切れない、理解できないというところと

か。それから費用とか報酬とかですね。弁護士さん

や専門職の方にとっては仕事上なので、月２万円と

いうようなこともおっしゃていましたけれども、で

も家族は年金の中でやっていくということになる

と、月の２万円というのは「やはり高いよね」とい

うような感じになるんですね。 

 それから、できれば家族で自由にやりたいと思っ

ていても、虐待しているケースもあったりすると思

うので、自由に選べないというところとか、それか

ら後見人になった方との相性とか考え方だとかそう

いうのもあると思います。一度そういうふうになっ

てしまったら、不満があってもなかなか解決できな

いというようなところが家族からは出てくると思う

んですけど、みなさん専門職の方の助言を聞きなが

ら選んでいくということになるのではないかなと思

います。 

 

【井川氏】 

 ありがとうございます。それでは次に、古川さ

ん、お願いいたします。 

 

【古川氏】 

 メリットを説明できるかですかね。後見制度その

ものにはいろいろな問題点がありますから。 

少し前にあるケアマネジャーから相談を受けて、

一人暮らしのおばあちゃんなんですけど、たとえば

電話代が未納になっている、それから水道光熱費が

何ヶ月も未納になっていて、自分で払いに行くと言

っているんだけども払いに行けなくて未納になって

いるというので、本人に話をして「後見という制度

があるんだけれども聞いてみないかい」ということ

で、一緒に連れて行かれてお話をしたことがあった

んですけども。僕は黙って聞いていたんですけど

も、そのケアマネの方は、「もう何ヶ月も未納にな

って、払いに行く払いに行くと言っていても未納に

なってしまったのだから、きちんとお金の管理を任

せたほうがいいのではないの」というように一生懸

命説得をしているんですよね。だけどおばあちゃん

は、「そんなお金の管理なんかされたくない」「な

んで自分のお金を管理してもらわなければならない

のか」「いいんだ、そのうち自分で払いに行くか

ら」と言ってがんばっていたんですね。そのうち僕

が、「ところで、お子さんはどちらにいらっしゃる

んですか」と聞いたんですね。そうしたら、「実は

愛知のほうにいて、全然帰ってきていない」と。ま

してコロナなので、「ほとんど来ていない」とおっ

しゃっていたんですけど、「今後どうするんです

か」と聞いたら、「足腰もかなり弱くなってきたの

で、施設のほうも検討はしているんだ」「ケアマネ

のほうにお願いしているんだ」と。そうしたら、

「もし息子さんがそんなに帰って来られないのであ

れば、逆に施設に入るときに契約のほうをどなたが

されますか」と聞いたら、「それも困っているん

だ」と。ということで、「そういう場合にも使えま

すよ」「後見制度はそういったことにも使っていっ

てもいいですし、役所との手続きだとかいろいろな

ことが出てくるから、そういったことも代わりにや

ってあげることもできますよ」という話をしたら、

顔が非常に明るくなってですね。「そういうことも

やってくれるんだったら、お願いしてもいいかな」

ということで、ご本人が申立てをするという形に繋

がったケースもありました。 

ただ後見人が財産管理をするだけだというように

なってしまうと、みんなたぶんノーと言うんです

ね。誰しも自分の財布を人に任せたくないですか

ら、そこのところもきちんと説明ができるとか、あ

るいは後見制度の正しい在り方について、包括とか

専門職、ケアマネジャーがきちんと伝えていくとい

うのが大事なのかなと思っています。以上です。 
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【井川氏】 

 古川さん、ありがとうございました。 

 ここで、それぞれのパネリストの方から他のパネ

リストへの質問や意見、あるいは乗っかる形で話を

膨らませるような流れでもいいですが、お話があれ

ば伺いたいんですけど、どなたかいかがでしょう

か。 

では、小泉さん。お願いします。 

 

【小泉氏】 

 それではまず、口火を切らせていただいて、古川

さんのほうに少しご質問があります。 

先ほどご報告いただいた中で、苫小牧市の社会福

祉協議会さんで法人後見が合計91件あるということ

だったと思います。91件というのは、結構多い数字

かなと思っていまして、これくらいの数字をどうい

う人員体制でまわしていらっしゃるのか。これだけ

増やせた要因というのでしょうか、そういうところ

も教えていただけたらと思います。 

 

【古川氏】  

 現在専門職が４名で、それから市民後見人の養成

研修を受けて、後見支援の市民後見人を実際やって

おられる方もパートで入ってもらいまして、銀行手

続きだとか年金事務所に行かなくてはいけないと

か、支払いをしないといけないとか、いろいろなこ

とが起きてきていまして。最近、精神の障がいの

方、知的の障がいの方が非常に多くて、そうする

と、「今日5,000円持ってきてほしい」とか、次の

日になったら「3,000円持ってきてほしい」とかい

ろいろなことが起きるわけなんですね。そうする

と、そのたびに専門職が行っていたら全然仕事にな

らなくて。そういった意味で、パートの人たちにち

ょっとお願いをしているというのが今の現状で、あ

るいは銀行にも使い勝手がいいところと悪いところ

があって、キャッシュカードが使えないという銀行

もありますし、いろいろなことがあって、それでパ

ートの人にお願いしているというような現状です。 

 それとセンターは平成28年に開設をしましたけれ

ども、急激に増えてきているのは、心がけてきたの

はアウトリーチなんですよね。相談があったら来て

もらうというのはもちろんそうですけど、とにかく

一緒に出かけていくと。包括、ケアマネ、あるいは

カンファレンス等いろいろなところに出かけて行っ

て、一緒に考えていくといったことを多くやってき

ていますので、そういった意味では、こちらのほう

に相談に来るということが増えてきた結果だろうな

というように思っています。以上です。 

 

【井川氏】 

 小泉さん、古川さん、ありがとうございます。 

 他の方からも、何かお話がありますでしょうか。 

では、南方さん、お願いします。 

 

【南方氏】 

 私のほうから小泉さんにお伺いしたいのですが、

先ほど本人の意向を第一に考え、また本人の希望を

把握するとおっしゃっていただいて、その中で「意

思決定支援」という言葉を出されたのですが、実は

私どもも意思決定支援をどうやっていこうというの

はなかなか掴み切れていないと。何か上辺だけでや

ってしまわないかだとか、誘導してしまわないかだ

とか、正直言って、どう実のあるやり方でやるかと

いうことを今悩んでいます。弁護士さんの中では、

この意思決定支援というのにどのように取り組まれ

ようとしているのかを教えていただけたらと思いま

す。 

 

【小泉氏】 

 ありがとうございます。 

 実は意思決定支援というところは、弁護士もすご

く苦手なところで、今までは財産管理にすごく重き

を置いてやってきたとの雰囲気もあって、弁護士の

後見人の中でも意思決定支援をきちんとやってきた

方というのはすごく実は少ないという現状があると

ころです。 

社会福祉士さんとかは得意な分野かなとは思うん

ですけれども、苦手としている専門職もいるという

ところで、今弁護士会でひとつ行っているのは、い

わゆる「意思決定支援ガイドライン」ができました

ので、その研修を受けてもらったりして、そういう

認識を強めていただくこと。また後見弁護士は、弁

護士会の場合、裁判所から推薦依頼を受けた者を配

転しているような形になっているんですけれども、

名簿登録にあたり意思決定に関する後見の研修を実

施したりとかして、なるべくみなさんに意思決定支

援を広めていこうというようにがんばっているとこ

ろです。 

 

【井川氏】 

 南方さん、小泉さん、ありがとうございました。 

 意思決定支援に関しては、法律専門職はなかなか

及んでいないところもあり、こういうところは福祉

職の方から研修を受けたり、一緒に研修をしたりと

いったことが有用になるのではないかなと私も思っ

ております。 

 次のお題のほうに移りたいと思うのですが、大丈

夫でしょうか。 

 

 それでは、二つ目のお題のほうが「専門職、市

民、家族、行政は何ができるのか、何をすべきか

（最も重要なこと）」と、これもまたフリートーキ

ングのようなお題になっておりますけれども、こち



22 

 

らも小泉さんのほうからお願いいたします。 

 

【小泉氏】 

 専門職として、弁護士としてということにもなる

んですけれども、日常的な後見業務ですね。適切な

後見業務を今後もきちんと行っていって、専門職と

しての信頼を維持していくことが大前提かなと思っ

ています。先ほど基調講演でも少しお話ししたよう

に、大変残念ながら不正という部分が出てきたりも

していますので、そういうことのないように、あっ

たときでもきちんとフォローできるような形で体制

を整えて、今後の適正な業務というのを行っていく

のが大前提だと思います。 

また、成年後見制度利用促進基本計画でもあるよ

うに、地域連携ネットワークづくりが大切だという

ようになっていますので、たとえば私は弁護士、法

律の専門職で、法律はわかりますけれども、正直な

ところ福祉のことはすごく苦手です。がんばって学

ぼうとしているんですけれども、日常業務を福祉職

としてやっているわけではないので、すごく苦手な

ところです。ですので、そういうところは福祉職の

方と連携しながらいくと、専門職としてとても勉強

になるところもありますので、地域包括支援センタ

ーとか、行政、または裁判所、各団体と連携をし

て、必要な方への支援を行っていけたらなというよ

うに考えています。 

また、先ほど西村さんから少しお話があったよう

に、意外に後見制度を知らないというような方が多

いということも事実としてあるようですので、こう

いう講演もそうですけれども、研修だったり勉強会

とかに参加していって、後見制度を含めたご本人の

支援に対する体制に関して情報提供、周知を図って

いきたいなと考えております。以上です。 

 

【井川氏】 

 小泉さん、ありがとうございました。それでは次

に、南方さん、お願いいたします。 

 

【南方氏】 

 私のほうからも、専門職という立場で何をすべき

かということをお話しさせてください。 

 まず専門職団体のひとつとして、専門職団体とい

うのは、後見業務による適正の分野が異なるという

理解がとても大事だと思います。ご承知のとおりオ

ールマイティーの後見人というのはいないし、また

本人はそれぞれ異なりますので、求められる知見も

異なるからです。その上で、やはり後見人というの

は関係する支援者と連携が必要であって、連携なく

して権利擁護は図れないというのが、まずひとつ大

切だと思います。 

 二つめ、これは専門職団体自身として、自己の会

員の後見業務管理は必須だと思います。これの中に

は、当事者からの苦情受け付けも含みます。具体的

に言いますと、家裁への法定後見の定期報告がきち

んとできているのかどうかの確認であるとか、任意

後見であれば監督人選任がきちんと申立てられてい

るのかです。私どもは、不正というのは突然不正が

発生するとは考えていません。なんらかの兆候があ

って不正が発生する。多くの場合は、求められてい

る報告書が遅れるというのが不正の発端だと考えて

いますので、やはりこういう業務管理が必要だと思

っています。 

 それと、最後にやはり大切なことは、「後見人で

なければできない本人の後見業務、後見事務という

のはなんなのか」という整理をしておかないといけ

ないと思っています。それは他の支援の手段で代替

がつくのか。そうしないと法律行為に付随する事実

行為がどんどん曖昧になってしまって、後見人が何

をしているのかわからなくなる。この辺が大切かと

思っています。以上です。 

 

【井川氏】 

 南方さん、ありがとうございます。 

 それでは次に西村さん、お願いいたします。 

 

【西村氏】 

 家族の立場で言えるのは、事前に知識を持ってお

くことと、それからいずれはお金の管理とかそうい

うのができなくなるかもしれないので、家族間で話

し合っておくというようなことだとは思います。 

介護保険と成年後見制度は2000年にできたんです

けど、介護の情報がいっぱい流れていても、やはり

その立場にならないと、（自分の）介護が始まっ

て、「さてどこに相談にいこうか」ということにな

るので、後見制度もそうかなと思います。 

それから認知症の人の相談を受けていると、家族

の相談を受けていると、なかなか認知症の家族を受

け入れられないという現実がそこにあるんですよ

ね。その間に、後見制度についても時間を逸してし

まう、そういうこともおそらく家族にはあるのでは

ないかというように考えております。 

 アンケートを取った段階で、やはり後見制度のこ

とを学びたいという方が結構いらっしゃったので、

2月20日に家族の会で、弁護士さんにお願いして後

見制度の研修会を開催したいなというように思って

おります。以上です。 

 

【井川氏】 

 西村さん、ありがとうございました。それでは次

に、古川さん、お願いいたします。 

 

【古川氏】 

 まず、行政の職員の方は異動があるので、たとえ

ば我々もそうですけれども、人が代わったことによ



23 

 

って、今までできていたことができなくなった、あ

るいは権利擁護についての考え方について、職員が

代わったことによってがらりと変わってしまうとい

うようなことがあってはならないと思うんですね。 

そういう意味では、特に行政職員の方のそういった

権利擁護についての視点というのは非常に大事では

ないかなというように思っています。 

 それから先ほど、意思決定支援とか地域連携ネッ

トワークについても出ましたけれども、大変非常に

難しいと専門職としても思っています。特にその身

寄りのない人についてというものが今非常に増えて

いまして、いろいろなところで、たとえば施設に入

れないとか契約を誰にしたらいいのかわからないと

か、それはもうほとんど全国の課題になっているの

ではないかなと思うんですね。その中で、身寄りの

ない人の意思決定をどうしていくかといったことが

必ず出てきます。 

最近、後見をやっていると、医療機関から「終末

期はどうしたらいいですか」みたいなことを聞かれ

ることが非常に多くなってきています。そういった

意味では、その人の意思を推定するのに、誰がどう

していくのかというようなことにも現実に対応して

いかなければならなくなっていくなと思ってきてい

ます。 

ですので、いろいろな関係機関とそういったこと

を話し合いをしながらやっていかなければならない

ということと、もうひとつは、介護保険を使う場合

は必ず認定を受けますよね。そのときに、本人の生

活の状況だとか家族構成とか、だいたい聞くわけな

んですけれども、そのときに身寄りがいるとかいな

いとか、疎遠だとかというのはある程度情報として

わかってくるわけですね。ただそれがうまく活かし

きれていないといったこともあって、そういった情

報をどう活かしていくかということも考えていかな

ければいけないことかなと思っています。 

あとたとえば我々のほうに、たまに苦情なんか

も、「後見人がついているんだけど、お金をくれな

い」とか「お金を払ってくれない」とかいろいろな

ことがくるんですね。「どうしたらいいだろう」と

相談受けたりする場合あるんですけれども、裁判所

ともお話したことがありますけども、苦情処理の委

員会だとかそういったことも今後必要になってくる

だろうなというように思っています。 

 あと最後に、今各地に、成年後見支援センターと

いうのが国の計画でできてきていますけど、道内で

はまだ半分できているかどうかだと思います。ただ

いずれ法制化されるようになりますので、そうした

ときに単なる手続き機関ではなく、権利擁護を広く

守っていくという機関になっていくので、そういう

視点というのを育てていく。それは行政職員も含め

て、市民に育てていく、啓発をしていくということ

が非常に大事になってくるのかなというように思い

ます。以上です。 

 

【井川氏】 

 古川さん、ありがとうございました。 

 ここで、それぞれのパネリストの方から他のパネ

リストの方への質問、意見があったら伺いたいと思

うのですが、いかがでしょうか。 

西村さん、お願いします。 

 

【西村氏】 

 医療の部分では、後見制度が使えないというよう

に言われているんですけれども、その辺は今どのよ

うになっているんでしょうか。 

 

【井川氏】 

 この質問に対しては、小泉さん、いかがでしょう

か。 

 

【小泉氏】 

 医療ですか。質問への回答になっているかはわか

らないですけど、実は後見人は医療同意権というの

はなくてですね。たとえば手術をするときとかに、

病院ではだいたい、「同意してください」「家族に

同意をもらってください」と言われることがあると

思うんですけど、後見人自体には同意権はなくて、

そのために後見人をつけるということはできないん

ですよね。 

ただ、その場合に私たちがよく対応をするのは、

「説明は聞けますよ」と。同意はできないけれど

も、聞きましたということについてはサインという

か、同意はできますよというようなことで説明をし

て、対応をすることが多いですけれども。質問に対

するご回答としてあっていましたでしょうか。 

 

【井川氏】 

 西村さん、小泉さん、ありがとうございました。 

 後見人には医療同意権はないと言われるんですけ

ど、私からすると、そもそもご家族の方にもご本人

の医療同意権というのは基本的にはないはずだと思

っているんですね。決められるのは本人だけで、た

だ、ご本人の気持ちを汲める立場の人が誰かという

と、ご家族なんだろうということで回っているのか

なと思うところです。本来的に医療機関というの

は、同意を取れば許されるとか同意を取れないと許

さないというよりも、尽くすべき説明を尽くすこと

が医療機関の使命なのではないかなと思っていると

ころではあります。 

 先ほど小泉さんからもお話があったとおり、「説

明をきちんと聞きました」と、同意ができる立場で

はないですけども、「私はこれでいいと思います」

といったものも医療を進める上で役に立つ方法なの

かなと。 



24 

 

 他に、南方さん、古川さんからも、他のパネリス

トへの質問はいかがでしょうか。古川さん、お願い

します。 

 

【古川氏】 

 質問ではないのですが、医療同意についてなんで

すけれども、大変難しい問題で医療機関によっても

違いますよね。「うちは同意権持っていないです

よ」ということで、「わかりました」と言ってくれ

るところもあるし、「いや、絶対同意してくれない

と手術しない」というところもあるし、「こっちは

こっちでどうしたらいいんだろう」というときもあ

ります。小泉さんがおっしゃったように、「説明は

聞きましたよ」ということもひとつでしょうし、た

だ医療同意というのは、小さな予防注射から大きな

手術まで全部、医療同意に含ませて言うこともあり

ます。何によって何を求められているのかといった

ところで、どう判断するのかというところだと思う

んですね。輸血が必要だというときもあるでしょう

し、多少切開をしなければならないというのもある

でしょうし、本人がそこをきちんとわかっていて同

意できるのであれば、本人同意がもちろんいいんで

すけど。たとえば本人が貧血で倒れそうで輸血をし

なければいけないといったときに、同意してくれる

かといわれたら、「じゃあ同意しますよ」と僕なら

言ってしまいますけどね。「なんでも同意はできな

いから同意しないよ」ということにはならないかな

と思っています。以上です。 

 

【井川氏】 

 古川さん、ありがとうございました。南方さん、

お願いします。 

 

【南方氏】 

 私も医療同意では困っているので、経験をひとつ

お話しいたします。 

 私どもも小泉さんとまったく同じで、説明は受け

ることができるということを申した上で、病院から

どうしても署名してほしいと言われたときには、

「後見人」と書いて、「説明は受けました」「説明

は理解いたしました」と記載して署名をして、「先

生の最善の治療をお願いします」というような形で

病院では対応しています。 

 あと、西村さんにひとつお伺いしたいのですが、

先ほど、事前に知識を持っておくことが必要だとい

うのをおっしゃっていただいて、前のところでは、

相談窓口の件をお話しされました。実際、家族の会

のみなさんは、「後見が必要だ」となったときに、

どこに相談されているのだろうか、それとも決まっ

ていないのか。その辺の実情を教えていただければ

と思います。 

 

【西村氏】 

 弁護士会とか法テラス、それから後見センターと

か、そういうところがありますよということは伝え

ています。でも家族によっていろいろ違うと思うん

ですよね。ひとつではなくある程度、実際に行って

電話をしてみて、「ああここなら」と思って相談す

るのではないかなと思っています。 

 

【井川氏】 

 南方さん、西村さん、どうもありがとうございま

した。他にはいかがでしょうか。 

 それでは、最後にみなさまから一言ずつ、まとめ

のお言葉をいただければと思うのですが。最後に、

パネルディスカッションの締めとして、まず小泉さ

んから一言お願いいたします。 

 

【小泉氏】 

 専門職、弁護士という立場ではあるのですが、敷

居が高そうには見えますけれども、困った方を助け

たいという気持ちがある団体ではありますので、気

軽にご相談いただけたらと思っています。 

 弁護士は、得意なことと苦手なことがあります。

法律は得意です。ただし、福祉は正直苦手なところ

があります。ですので、そこをうまく使っていただ

いて、今回「集い」に参加されている方は、福祉職

だったり行政だったりいろいろな団体の方がいらっ

しゃるかと思うんですけれども、私たちとしてはい

ろいろな方々と連携して、ネットワークを組んで必

要な方に対する支援を行っていけたらなと考えてお

ります。本日はありがとうございました。 

 

【井川氏】 

 小泉さん、ありがとうございました。次に南方さ

ん、お願いいたします。 

 

【南方氏】 

 本日は、参加させていただきましてありがとうご

ざいました。現状の成年後見制度には、まだまだ改

善していかないといけない点があることを改めて理

解をしました。 

 私が思うのは、成年後見人ひとりひとりのマンパ

ワーというんですか、力量がやはりとても大切だな

と思っています。本人とか支援者の方から、「この

人が後見人でよかった」と言ってもらえたら、かな

りの部分の問題が解決してしまうと思っています。

やはり、ひとりひとりの後見人としての力量がもっ

とも大切だと日々実感しています。私どもも、更新

研修等々を通じてこの能力担保に努めていきたいと

思っております。 

今日はありがとうございました。 

 

【井川氏】 
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 南方さん、ありがとうございました。次に西村さ

ん、お願いいたします。 

 

【西村氏】 

 やはりお金というのは生活そのものから始まって

いて、管理できなくなるところが出てくると思うん

ですね。家族間がうまくいっていればそれもクリア

できるかもしれませんけど、一人暮らしだったり身

寄りがなかったりという点では、やはり大変だと思

うので、研修会で「後見制度ってこうだよ」という

ことをわかりやすく、機会を持って伝えていきたい

と思います。今日はありがとうございました。 

 

【井川氏】 

 西村さん、ありがとうございました。では最後

に、古川さんお願いいたします。 

 

【古川氏】 

 今、西村さんが成年後見制度をわかりやすく説明

していくことが大事だということをおっしゃったん

ですけれども、もちろんその通りで、我々専門職が

「成年後見制度は財産管理制度だよ」と言ってしま

うのがそもそも間違いだと思うんですね。それがあ

まりにも安易に使われすぎているなと私は思ってい

まして、「本当はそうではないよ」といったところ

をきちんと払拭していけるかというところが大事

で、それをきちんと一般市民の方、あるいは行政の

方に、我々専門職が広めていけるか、きちんと説明

ができるか、あるいは必要な人にとってもっとわか

りやすい言葉で説明できるかということが一番大切

かなというように思っています。以上です。 

 

【井川氏】 

 古川さん、ありがとうございました。 

 最後に、私からも一言ということで、やはり後見

を担う者として、自分だけでなんでもできるわけで

なく、いろいろな職種の方と連携していくことが大

事だと思っているんですが、先ほど西村さんのほう

からいろいろ勉強しなければならないといったお言

葉をいただいたところなんですけど、専門職の側か

らすると、むしろ家族の方から勉強しないといけな

いことが多いのではないかなと思っているんです

ね。 

 意思決定支援という意味では、ご本人の現在の意

思がなかなか読み取りづらい状況で意思を読み取る

ヒントになるのは、ご本人の以前のことを知ってい

るご家族に他ならないと思うんです。そういう意味

では、ご家族のお話を真摯に聞くことが意思決定支

援にも繋がると思いますし、もっと言うと虐待対応

ということで、ご家族の方が養護者、虐待者として

されているという場面でも、実際にはボタンの掛け

違いでそのような扱いをされているというだけで、

以前は関係性のよかった親子であるということもあ

ると思うんです。そのときに、「虐待した養護者は

相手方だから話をしない」とかそういうことではな

く、そういった方からも事情を聞き取っていくこと

でご本人の意思を探っていくことに繋がる。高齢者

虐待防止法では、養護者の支援というのもひとつ目

標として掲げられているところで、それによってご

本人とご家族の方を繋げることが目標であるという

扱いをされているところですので、できれば専門職

等の連携だけでなく、ご家族との連携をしていきた

いと思っております。 

 以上で、パネルディスカッションを終了させてい

ただきたいと思います。それでは、司会の方に進行

をお返ししたいと思います。 

 

【司会】 

 先生方、ありがとうございました。 

 この形式でのパネルディスカッションを終了とい

う形にさせていただきますが、これでプログラムは

終了になるんですけれども、ここまでで全体を通し

て、皆様のほうから、せっかく各分野の代表の方が

いらっしゃいますので、質疑があればいくつか対応

したいというように思っております。 

 いかがでしょうか。何かあればお手を挙げていた

だければ、係の者がマイクを持って伺いますが、い

かがでしょう。 

 

【参加者１】 

 権利擁護を考える集いに参加させていただいたこ

とに、とても感謝しています。私は札医大で十年程

度看護師をしていまして、今は札幌市の特別養護老

人ホームで施設の看護師をしております。 

 今日のお話を伺ったときに、まず、成年後見制度

を利用するにあたっては、認知症の診断が絶対条件

だと思いますけれど、身寄りのない方というか、家

族関係が薄い方に関して、周りの方が認知症だと気

づいたとしても、ご本人が「私は正常だから受診な

んて必要ないわ」ですとか、徐々に徐々に認知症状

は進んでいるけれども、ご家族もご親族も、施設に

いることによって人任せであったりですとか、なか

なか病院受診に繋げられない。繋げたとしても、治

療といってもまだ抗認知症薬で完全に認知症を改善

できるわけではないという中で、やはり困りごとと

して金銭管理、体調管理、受診管理、そして受診の

日程管理と服薬管理、高齢者に普通にあります脱

水、皮膚の乾燥による健康障害などがあり、とても

ケアが必要にな状態です。さらに認知症がひどくな

ると、今度ご自分のことをケアできないので、そこ

への介入も非常に大変になっているのは、私自身の

仕事の中での現状です。 

 認知症の方の受診に関してとか、手術等治療方針

の意思決定に関しては、看護師は意思決定支援とい



26 

 

う業務を担いますので、その方の想い、考えを聞き

出すことは大得意です。ただ医療者としては、本人

の意思もあるんですけど、本人がそれを本当にいい

と、治療後、術後に何かの病気の治療かを理解でき

るかと言ったら、そこは非常にクエスチョンが多い

部分があります。もちろんご家族の場合では、ご支

援していただける方もいればできないというかちょ

っと拒否的な方もいらしたりして、成年後見で弁護

士さん、行政書士さん、司法書士さんなどさまざま

な方が支援していただけるとは思うのですが、ご本

人のこれまでの考えだったり生活の様子だったりが

理解できない部分もあり、それの難しさがあるとい

うのを先ほど現状をお伝えいただいたので、私の中

ではとても勉強になりましたし、視野が広がりまし

た。 

 成年後見をつけて施設を出た方もいるんですれど

も、お墓の問題ですとか、亡くなった後の骨を骨壺

に入れるとかは、後見人の方にはしていただけない

ということもありまして。その方は105歳で他界さ

れたのですが、成年後見制度を利用して成年後見人

がついた方が、一生涯というかお墓に入るまで、安

心して後見していただけるかといったらそうではな

いのかなというのがありました。私の中ではやはり

人生ひっくるめてお願いしたいというのがありまし

たので。近くで見守っている看護師としては、制度

を見直すのか少し工夫するのかというところで、や

はりいい人生の終わり方を支援するというところ

で、いろいろな方々のお力をいただければ。これか

らの時代、特に75歳以上の方が後期高齢になる2025

年問題として、健康寿命を長くするということもひ

とつ考えなければならないですし、その方が人生的

に転んだときに、どう救うかどう維持するかという

ところは、やはりこれからの課題なのかなという感

想を持ちました。 

とてもいい会を開いていただいた北海道の方、協

力いただいたみなさんに本当に感謝したいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

【司会】 

 ありがとうございました。 

改めて、今のご意見に先生方のほうから、特に成

年後見制度の実情、具体的に認知症の進行度合いに

よってはご本人の意見が本当にそう言っているの

か、それは病気だからそう言っているのか、そこら

辺をどの辺まで汲み取るのか、そこら辺の実情をも

し具体的にあればお伺いしてもよろしいでしょう

か。 

 

【井川氏】 

 パネリストの方、いかがでしょうか。何点かお話

があったかと思うので、個別のお話いただいてもよ

ろしいと思いますが。小泉さん、お願いします。 

 

【小泉氏】 

 わかりました。小泉です。 

 意思決定の部分ですが、実はそこの部分は難しい

なと私自身も感じているところです。記憶が曖昧な

部分もあって恐縮なのですが、厚労省が作っている

意思決定支援ガイドライン、いろいろな団体が作成

したものではあるんですけども、ご本人から意向を

聞くことと、またご本人のことをよくわかっていら

っしゃる周辺から意見を聞くことの大切さというこ

とになっていますので、そこは明確なポイントがな

くて恐縮なのですが、ご家族、ご本人に近い方か

ら、「こういう方向性がきっとご本人の意向なので

はないか」ということを汲み取りながらやっていく

ということがガイドラインの中に含まれているのか

なと考えています。 

 最後のほうにお話があった死後のことなのです

が、制度の立て付け上、後見人のその効力自体が亡

くなった時点で終わります。亡くなった時点で効力

としては終わってしまっていて、そのあとのことは

「死後事務」という言い方をするんですけども、正

直どこまでやるかというのは、後見人によって結構

変わってきます。何か決まり事があるわけではない

ので、火葬まではできるようなことになっているん

ですけど、そのあと葬儀とか収骨とか埋葬とか含め

て、どこまでやるかというのは正直、後見人によっ

て違うのかなと私は思っていたところです。私自身

は、たとえば身寄りのない方とかでしたら、火葬を

やって、収骨とか墓地とかに納めるとかは葬儀業者

の方と連携しながらやってはいるんですけれども、

そのように終わりの段階までやるということもあり

ます。 

 対策として最近よく言われているのは、もし可能

であれば死後事務委任といって、死後事務、どこで

葬儀してとかどこで納めるとかというのを事前に委

任契約を結んでおいてやるという方法があり得るの

かなと思います。私からは以上です。 

 

【司会】 

 ご意見いただきましてありがとうございます。 

会場の方で他に質疑等、ご意見でもかまいませ

ん。何かありますでしょうか。 

 

【参加者２】 

 後見人の申立てを行うときに、市町村申立ての場

合、施設の職員とかで行うのがなかなか難しいの

で、司法書士さんだったり弁護士さんだったりにお

願いする形が多いと思うんですけど、事前にこれだ

け揃えておいたほうがいい書類というのは何かあり

ますか。 

 うちの施設の場合ですけど、後見人の申請を知り

合いの司法書士の先生にお願いしたことがあって、
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そのときはご本人がまだある程度自分の意思を表示

できたので、一般的な形、市町村申立てではなく自

分での申立てという形で後見人にはなったのです

が、今後認知症が進んできた状態、あるいは身内が

いらっしゃらなくて意思確認が取れない状況になっ

てくると、市町村申立てというのも必要になってく

るかなと思ったんですね。 

私がその方の申請をしたときには、初動で書類を

揃えるのがなかなか大変だったのと、病院のお手紙

がなかなか揃わなくてというところでなかなか進み

が遅かったっていうのはあったんですけど。市町村

の申立というのは、半年なり一年なりかかってくる

ことを考えると、「これだけ揃っていると実は進み

が早いんだよ」みたいなのがあればお聞きしたいな

というところがあったんですが、どうでしょうか。 

 

【古川氏】 

 これだけ揃っていれば早いというのはちょっとわ

からないんですけど、まず市町村申立てでいくと、

ほとんどは市町村のほうで「登記されていないこと

の証明書」だとかというのは取るかと思うんですけ

ど、診断書は基本的にたぶん取りますよね。申立て

に至った経緯だとかということになってくると、本

人情報シート、それからその申立てに至った経緯

等、それからご本人のアセスメントシートだとかそ

ういったものはすぐ出せるようにしておいたほうが

いいかなというように思います。戸籍等は市町村で

ないとなかなか難しいと思うので、施設はちょっと

取れないでしょう。代理人でなければ。ご本人のこ

とがなるべくわかるものがあればいいのかなという

ように思います。 

 

【司会】 

 ありがとうございます。 

お時間的に、あとお一人であれば対応できるかな

と思うのですが、他に何かありますでしょうか。 

 

【参加者３】 

 本日はわかりやすい説明、お話ありがとうござい

ます。 

 今後の世の中の流れなんですけど、後見人制度と

いうものは、今は専門職の弁護士の先生だとか司法

書士の先生だとかが後見人の方を、多くて10名やっ

ていらっしゃるということだったんですけども、介

護の世界のケアマネジャーのように、後見人をひと

つの仕事してオールマイティーに30人持っていった

りとか、そのようになってく可能性はあるものなの

かなというところをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

「後見人」という仕事が今後できてくるのか、自分

は後見人という仕事をやっているんだ、それひとつ

で生計を立てていけるようなものになっていくもの

なのかとの趣旨です。 

 

【古川氏】 

 社会福祉士の人ですけれども、独立して自分で事

務所を持って、後見人を専門でやっているという人

もいます。 

 司法書士さんとか弁護士さんも後見人をやってい

る方いらっしゃるかと思うんですけど、おそらくい

ろいろな業務の中で、後見人を業務のひとつとして

やっていらっしゃる方が多いのだろうと思っていま

すし、社会福祉士はそのようにやっている方もいま

すし、ケアマネの事業所を立ち上げて、後見業務を

やっているという方もいますし、そこはそれぞれだ

と思います。「後見人一本でやるぞ」とやっている

方も全国には何人かいるかなと思います。だからお

かしくはないと思います。 

 

【司会】 

 ありがとうございます。 

 それでは、お時間もきていますので、これで今回

の集いのほうを終了したいと思います。 

 最後に、パネリスト、コーディネーター、参加し

ていただいた先生方に、感謝の意味を込めまして拍

手をいただいてもよろしいでしょうか。オンライン

で参加していただいた皆様も、どうもありがとうご

ざいました。 

これで以上になります。 


